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長良川河口堰検証第２回専門委員会 
日 時 ： 平成２３年８月２日（火） 午前９時～午後０時３０分 
場 所 ： 三の丸庁舎８階 大会議室 
 
（小島座長） 
若干定刻が過ぎましたけれども、これから第２回目の専門委員会を始めたいと思います。

今日の座席の配置は、寄せられた意見からもう少し専門委員会の議論が聞きやすいように

との意見がありましたので、愛知県の方にお願いをいたしまして、配置を変えさせていた

だきました。それから、もう少しゆっくり話をして欲しいという要望も寄せられておりま

すので、議論のときには中身が認識できるようにお話をお願いしたいと思います。では、

今本座長の方にお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。 
 
（今本座長） 
おはようございます。今本です。早速ですが、議事次第に従って進めさせていただきた

いと思います。最初はお二人の方からの意見陳述と意見交換です。最初は山内克典先生か

らの意見陳述でございます。それでは、先生、よろしくお願いします。 
 
（山内氏） 
岐阜大学ＯＢの山内と申します。今日は河口堰に関して、意見を述べさせていただける

という機会を与えていただいてありがとうございます。私は岐阜県のいろんな市民の皆様

と一緒に、２０年間河口堰がらみで長良川の自然とか生物について調査をして参りました。

その中で今日は二、三のことについて、お話しさせていただきたいと思います。 
最初に河口堰ができる前の長良川についてどういう捉え方をしていたかということにつ

いてお話ししたいと思います。1957年に「長良川の生物」という本が岐阜県から出版され
ました。これは岐阜大学の先生とか小中高のたくさんの先生たちが研究した成果をまとめ

たものです。その前書きやまとめのところで、当時の岐阜県知事の武藤嘉門さんとか、あ

るいは、後にＫＳＴ、木曽三川河口資源調査団の団長になった小泉清明先生なんかが述べ

ているのですが、天然河川、あるいは科学研究の標準河川、あるいは文化河川というよう

な捉え方を大まかにしています。そして後世に残すべき河川であるということを述べてお

ります。つまり長良川はその当時では、自然がよく残された貴重な河川であるという認識

で、その自然の豊かさゆえに人々の生活とも密接に結びついている、という捉え方をして

いました。その後、いろいろ問題になったときに言われていたのが、本川にダムのない川、

広大な汽水域を持つ川などということです。感潮域は長良大橋、つまり河口から３９㎞上

流まで時として至る。それから汽水域は名神高速、河口から３２㎞上流まで。３２km地点
はヤマトシジミ、イトメなんかも採れることで知られています。また、豊富な汽水動物、

回遊動物、特にアユの川、あるいは日本では自然個体群としては長良川だけだといわれる
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サツキマスが豊富なこと、あるいはモクズガニ、岐阜市長はモミジガニといって売り出そ

うといった話もあったカニです。漁業、観光業、住民生活との密接な結びつきがある川と

いうような捉え方をされていたと思います。 
それで河口堰の影響ですけども、最初に概括的にどういうことが起こったか、というこ

とをまとめてみました。汽水域生態系の破壊、それから河川の湖沼化、これは自然保護協

会で最初の中間報告をまとめたときのキーワードになったと思います。それから、人工、

水路化、というのは私が言っているのですが、上の二つでは、河川の湖沼化では説明でき

ない現象が起きているのでそういう捉え方も必要だろうと。それから、川と海の分断、こ

れは堰自体が移動障害になっていることとともに、汽水域をなくしてしまったので、淡水

の生態系と海の生態系がくっついちゃったわけですね。で移行帯がないために、問題が起

きています。つまり、河口堰の上流域で浮遊藻類なんかが大量に発生するわけですが、そ

れが堰を下ると海とほとんど同じです。だから、直ちにというか、必ず死んでしまうわけ

ですね。大量に死んでしまう。それが川底あるいは海底に沈降して有機汚染の原因になっ

ているということですね。 
私たちはできるだけたくさんのことを、全体像を捉えようということで研究してきたん

ですが、ここでは四つほどのテーマでお話ししたいと思います。 
最初に木曽三川の状況を示します。木曽三川の感潮域と、それから緑のところが堰の湛

水域になります。もともと、感潮域はだいたい堰の湛水域の上部あたりまで伸びていたと

思われます。現在は、長良川河口堰が河口から 5.4㎞で、それからずっと上流まで約３９㎞
まで水がためられているという状況です。 
これを覚えておいていただいて、最初にヨシ原の消滅ということについて述べます。感

潮域はもともと潮の干満で、毎日水没したり、陸地として出たりしていたわけですが、河

口堰運用によって水位がＴＰ８０とＴＰ130の間に固定化されることになりました。最初に
ヨシ原について説明しますと、汽水域の代表的な景観だとか、多くの動物の棲息、繁殖場、

著しい環境浄化作用、あるいは人々の生活と結びついているという点があげられます。ヨ

シズを作る材料とか、舟だまり、これは舟だまりとして利用されていた。それからシジミ

を冬の間畜養するために使うだとか、いろいろな使われ方をしていたわけです。これは河

口堰運用前の伊勢大橋の上流です。 
これは、河口堰運用から１年後です。９㎞地点の右岸です。それが６年後にはこういう

ふうに線状に残ったと。川岸もコンクリート護岸がないようなところでは、こういう風に

川岸にも残ったということですね。この真ん中は全部枯れて無くなってしまったのですが、

死んで。こういうところは水深が深くて、いつも根っこが水についてしまう、地盤が水に

ついてしまう、ＴＰ８０以下のところです。これがぎりぎり８０とか９０とかのところで

す。これは、僕は、面から線へ減ったと、それから線から点へ減ったと言っています。こ

れは春でまだ葉っぱが出てきてないので、枯れたように見えますが、ちゃんと生きていま

す。ここには二つ点があるんです。こういう点になります。この点状になった時は、なっ
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てからは根腐れを起こさないんですね。活き活きとしています。ところが、後でお見せし

ますが、洪水なんかでこれが倒壊、倒れて死滅していくんですね。これは、ここからここ

まで、地下茎と根がびっしりになっています。ここまでが元々の地盤で、ここから生えて

いたわけですね。根は下のほうが５㎝くらいしか砂についていないので、ちょっとしたこ

とでばったり倒れてしまうということですね。これがＴＰ８０ですから、ここから下はず

っと、いつでも水についているという状況ですね。点状になると、きれいな水、酸素を含

んだ水が豊富にありますので、呼吸ができて元気なんです。枯れ方、死滅としては、根腐

れがまず起こって、その後で元気なこところで洗堀によって倒れて死ぬという二つの要因

があるということです。陸上のほうは他の植物との競争に負けてヨシが無くなってしまい

ます。 
これは、国交省の方で伊勢大橋の上流に１４ほど中州を作ってヨシを植えたんです。最

初のうちは、全部きれいにヨシが茂っていました。ところが数年経つと、ご覧のようにヤ

ナギ類が生え、この真ん中のＡの辺りはセイタカアワダチソウで、穂が白く見えるこの辺

はオギです。それで、ヨシは周囲の水際に線状に残っているということですね。だから、

陸上では他種との競争に負けてということで、ヨシ原はほとんど消滅していったというこ

とです。 
これは国交省の方で作った長良川河口堰調査報告だったかな、ちょっと正確には忘れま

したが、ヨシの面積を、ヨシのところを僕がトレースしたものです。ここが伊勢大橋で、

ここがＪＲ鉄橋のところで、１㎞の間にだいたい 15.4ヘクタールありました。それが、こ
こから外側は浚渫で無くなったところが含まれますが、大部分は水に浸かって根腐れで全

部死んでしまったということです。この赤いのは先ほどお見せした中州です、人工中州で

す。こういう風にして長良川全体を見ると同じようなことがどこでも起きました。約８㎞

の間で 34.4 ヘクタールあったのが、3.8 ヘクタールに減ってしまったということです。そ
の結果、ヨシの浄化作用も大幅に失われただろうということですね。 
次に堰下流部におけるヘドロ堆積です。これは、私たちは円卓会議で建設省の委員であ

った奥田節夫先生、岡山理科大学の教授であったのですが、彼が堰の下流にやっぱりもう

少し目を向けないといけませんよという話をされました。物理化学的な変化がこういう形

で起こって環境が悪化しますという話だったんですね。それを聞いた私達の仲間というか

一緒にやってきた粕谷志郎氏が、河口堰運用の前年に行われた１か月の試験運用のデータ

を見て、奥田さんの言われている指摘が、まさにそのことが起こっているということで、

この模式図を作ったんですね。これはどういうことかというと、堰の上流から淡水が流れ

ます。下のほうは海水で容易に混じりません。海水の方は淡水に引きずられるようにして、

下流に流れ、つまり鉛直循環流というのができると。下層の方では、海の方あるいは河口

の方から、細かい粒子とか、あるいはプランクトンの死骸なんかをどんどん運んできて、

堰の下に沈降して、堆積するということが起きるということなんですね。空中から酸素な

んかほとんど溶け込まない。ここは躍層ができるので、海水のほうには溶け込んでいかな
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い。下の方では有機物が分解して、どんどん酸素を消費するので、非常に酸素条件が悪く

なるということなんです。その結果、底生動物もほとんど棲息できなくなるだろうという

わけなんですね。 
これは私たちが音響探査で調査したものです。細かくてちょっと恐縮なんですが、お手

元の資料を見ていただければ分かりますが、運用の前年はまだ未浚渫のところもあって、

浚渫はマイナス６m でやられましたので、こういうところですね。最初のうちはほとんど

浚渫面に沿って、すごく平滑な状況になっています。それが、年を経るにしたがってどん

どん堆積が進行していって、７年後か１０年くらい後ですかね。堰の直下から４㎞あたり

まで、１㎞くらいの間は２m 強の堆積が起こったということです。これは国土交通省の方

でやられた定点観測なのですが、堰の直下で堰から 200m くらい下のところで、定点をず

っと河床上昇を見たわけですね。基本的には全部こう河床が上昇している、つまり堆積が

起こっているんです。ここにきてやっと何箇所かで削られて低下したのですが、これは 2004
年の流量が毎秒 8,000 立方メートルという、史上まれに見る大洪水、大出水のときにやっ
と削られたと、場所によって。こういうところ、急に上がっているところは、毎秒 6,000
立方メートルくらいの洪水だと、いったん削られるかどうか分からないですが、とにかく

河床が上昇しています。たぶん砂が溜まったんだと思います。 
これは国土交通省で河川横断測量というのを 200m ピッチでやっているんですが、これ

は代表的なやつです。経年的にどんどん堆積していく様子がわかります。ここからここま

で浚渫区間です。こちらは揖斐川です、揖斐川はほとんど何にも変化がありません。 
何が溜まったかというと、こういう有機物を多量に含む黒色軟泥、イコール、ヘドロと

私たちは呼んでいます。真っ黒いのは硫化鉄の色だということです。ドブ臭があります。

硫化水素とかそういう類だと思います。ここは酸化還元電位がマイナスで、ほとんど酸素

がない、動物は住めないということですね。これは同じところの揖斐川のほうです。砂地

でヤマトシジミがたくさん棲息しています。これは表面だけですが、私たちはコアサンプ

ルを２m 取れるものを作って、コアサンプラーを作って、コアサンプルをとりますと、こ

ういうヘドロの層と、ところどころに砂の層が挟まって、またヘドロ、砂というようなふ

うになっています。たぶん 6,000 立方メートルくらいの洪水のときに溜まった砂で、その
上にまたヘドロが通常の時は溜まって、という繰り返しだと思います。 
これは底生動物を調べたのですが、これも細かくて分かりにくいですが、資料を見てい

ただきますと、ヤマトスピオゴカイというのがいます。これは長良川の河口堰の下流にヘ

ドロの上に無数にいます。淡水でいえばイトミミズがたくさんいるようなことを考えても

らえればいいです。こっちのほうにヤマトシジミがありますが、揖斐川では河口のほうは

いないんですが、３㎞から５㎞までは無数におります。ところが、長良川の河口堰の下の

ほうは、０、０、0.4とか、非常に少ない個体しかいないというわけですね。だから清流が
ドブ川に変わったというようなことで考えてもらって結構だと思います。 
三番目に稚アユ降下時の影響について話します。アユがどうなったかというのは、大変
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大問題で、岐阜県の漁業統計でも激減している。あるいは、漁協の組合へのアンケートで

も激減しているという結果です。それから、入漁券、日釣券を見ると、激減しています。

それは釣り人の評価だと思ったらいいんじゃないかと思います。そういうことで、アユは

本当に大変なことになっていると思います。その原因ですね、一つとして私たちは川で生

まれて海に下るまでの間、仔アユといいますが、それがたくさん死んでいるんじゃないか

ということでかなり調査しました。これは、その一つの年の調査ですが、河口から１８㎞

から河口堰のすぐ上流まで、４箇所で見たのですが、どんどん、どんどん密度が低下して

います。この区間では流入する河川がありません。それから、この期間の降下仔アユを見

てみますと、だいたい毎日 5,000 万尾くらいで、そう大きい差がないので、だいたいこの
密度の減少は全体としてこういった割合で減少したと考えていいのではないかということ

を思っています。ここ１８㎞ですが、生まれてからここまで下るのに８日から９日経って

います。餌を食べない場合は７日から８日で半数が死んでしまうということが言われてい

ますので、もしかしたら、ここまで来る間に半分減る、だから河口堰までもう１０分の１

に減っている可能性があるということです。 
胃袋というか消化管を調べてみますと、生まれたての４１㎞地点では、卵のう、お弁当

を持っているんですが摂食は０です。それが１８㎞地点でもこのくらい、本来の動物性プ

ランクトンの割合が非常に少ないということが分かります。これは国土交通省のモニタリ

ング調査でも、これ以上に空胃の率が高くて９割以上だったと思います。何百匹調べても

そのくらいしか餌を食べていない。それから、網で採ると、死んだのがたくさんかかって

くるというのも、国交省の結果では言われています。 
四番目にマシジミの減少、河川の人工水路化、これは河川の湖沼化ではとても説明でき

ないので、こういうことを考えたんですが。マシジミは河口堰の湛水域で、増えると多く

の人が考えていましたし、僕らもそう思っていました。ところが、閉めて直後には結構増

えたのですが、すぐに減りはじめて･･･。これは揖斐川です。こちらは長良川で、ここが河

口堰の淡水域でほとんどいないという結果なんですが、このような結果は国土交通省の結

果も同じ。シジミプロジェクト桑名というところの結果も同じ。それから粕谷さん達のグ

ループが調べた結果も同じ。長良川の淡水域には非常に少ないマシジミしか棲息していな

いんですね。何でかというので、僕は生残試験をやってみたけど、僕らがやった時には全

然死ななかったです。水質が、溶存酸素量が３㎎以下にはならなかったです。国土交通省

から 6.4㎞地点の連続観測のデータをもらって検討したんですが、それも大体同じような状
況でした。何年間かの国交省のデジタルデータを使用させてもらって色々調べたんですが、

水温も特に悪いことはない、溶存酸素量も特に悪くはなっていない。それから底質は僕ら

が調べたんですが、揖斐川の底質と長良川のこういうところの底質がほとんど変わりなく

て、問題ないだろうと。粕谷さんたちは環境ホルモンを調べて、悪化しているので、その

影響があるかもしれないと言っていますが、その辺はこれからもっと詳しくやっていただ

けるんじゃないかと思います。 
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私が考えた原因は出水時の河床の洗堀あるいは堆積、埋没が主な原因だろうと思ってい

ます。国交省のモニタリング調査の報告書とか、その後のフォローアップ委員会の調査報

告書には河床の横断測量のデータがずっと載っていますが、それで見ると、ほとんどのと

ころで、数十㎝とか１m とか河床の洗堀や堆積が見られます。河床の洗掘、堆積が原因で

あることは多分間違いないだろうと思います。マシジミだけでなくて、他の底生動物も非

常に数が少なくなって、現存量として見ると激減しています。これは国交省のデータを調

べるとすぐ分かります。 
そういうことで、もっといろいろ調べたことがあるのですが、いろんな面にわたって河

口堰が大きな影響を与えたということが言えると思います。私としては、ゲートを上げて、

感潮域を復活させることができれば、元どおりの長良川に間もなく復活するだろうと思い

ます。そうした場合に流域の漁業とか観光なんかも盛んになって、そのことが望ましいと

思っています。 
ところが、塩害、河口堰のゲートを上げれば塩害が起きるということで建設省、国交省

がずっと言ってきたわけですね。これは塩水遡上の説明図です。ここ１５㎞のところにマ

ウンドがあって、浅瀬があって、そこで塩水が止められているんだと。だけど、浚渫をし

て突起物を無くす、マウンドを取れば、どんどん塩水は上って３０㎞まで到達するという

ような話ですね。これは塩水くさびのできるときの状況を考えているんだと思いますが、

それでは大潮の強混合のときはどうなるかというと、国交省のデータでは昭和６０年には

200 ㎎/Ｌの塩化物イオンが河口から１８㎞地点まで上っているということなんですね。こ
ういうふうに浚渫した場合はどうかというと、200 ㎎/Ｌの塩水は２０㎞地点まで上ると。
２㎞ほど上流に行くということ言ってるんですが、それだったら私には納得いくんですが、

この塩水くさびが１５㎞のマウンドを取った途端に、どんどんどんどん伸びて３０km地点
まで到達するとは考えられないんですよね。これは私たちが音響探査で塩水くさびを調べ

たものです、堰が閉まる直前です。この時期は塩水くさびが一番発達する時期なんですね。

ここが１５㎞地点で、マウンドが１４㎞あたりから１６㎞にかけてずっと発達しています。

ところがマウンドがある一方で、ＴＰマイナス４mからマイナス５mの深い澪筋があって、
そこは自由に水が行き来できるわけですね。そういうところを通って塩水はどんどん来て

ここでは１６㎞まで達しています。もっと上の方でも塩水、1,000 ㎎/Ｌくらいが１７㎞く
らいで観測されています。ここ 16km 地点では、6,000 あるいは 7,000 ㎎/Ｌですから、海
水の３分の１くらいの濃度の塩水が上ってきていると。澪筋を通ってどんどん上れるとい

うことなんですね。 
木曽川は１５㎞から１６㎞あたりにマウンドがあるということはありませんので、結構

深いんで、そこでどうなっているのかということを調べれば、ある程度の回答が得られる

のではないかということで、木曽川における塩水遡上を検討してみる価値があります。こ

れは水資源機構でまとめられた本に載っているデータです。こっちが河口のほうですね。

ここが１５㎞かな、木曽三川公園の辺りです。ここが年間通じても一番濃い塩分が上る、
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塩水くさびのできる、そして一番上まで上る時期だと思います。そうすると、マウンドみ

たいに見えますけど、結構ここが低くてＴＰマイナス３m くらいです。こっちの方の夏場

に調べたもので見ると、川底が深いところがいっぱいあるわけですけども、だから自由に

移動できて、だけども１８㎞辺りでは、塩水くさびの先端が止まっています、１６㎞あた

り１８㎞あたり。これは大潮で強混合の時ですが、濃い塩水は河口のほうに後退していま

す。これがどんどん発達してって、こういうふうになるわけですが、ここまで行ったら次

にはもっと上に行くと言うことにはならないんです。この次には塩水くさびが破壊される

ので、こういうふうに戻るわけですね。それの繰り返しなので、３０㎞までどんどん伸び

るなんてちょっと考えられない。先端のほうも急激に上流と下流が急激に折れ曲がり、国

交省のモデルで示されたように直線的に伸びるのではなくて、頭打ちになることを示して

います。ですから塩害、塩水遡上が非常にひどくなるとはちょっと考えられないのではな

いかと思います。また、長良川では１４㎞から１５㎞の辺りでマウンドが復活してきてい

るといってもいいと思います。1999年の美濃市で土砂崩れがあって、そのときの土砂がま
た河床を埋めたということで、長良川の１４㎞から１５㎞辺りはかなり浅くなっています。

深さで言うと大部分の河床が平均でＴＰマイナス 2.5mというふうに読めます。これは同じ
報告書の中の淡水と海水との境ということで、100 ㎎/Ｌを基準にしてみると、木曽川では
１９㎞とか１５㎞、１１㎞といったところであったという報告です。 
まとめですが、長良川河口堰は汽水域生態系を破壊し、生物多様性を著しく減少させま

した。魚についても、私たちの仲間が最近の出版したものでまとめています。河口堰は堰

下流部の底質水質を悪化させ、ヤマトシジミを減少させた。河口堰は動物の移動障害とな

り、回遊動物、汽水動物を減少させた。アユやヤマトシジミの漁業資源の減少は、流域の

漁業や観光業に大きなダメージを与えた。河口堰のゲートを開放すれば、長良川の自然は

まもなく再生するだろう。塩害についても可能性は低い、というふうにまとめています。 
以上です。ありがとうございました。 

 
（今本座長） 
ありがとうございました。この委員会がまさに議論すべきポイントのところを明確にお

示しいただきまして本当にありがとうございました。今のご発表に対しまして、ご意見、

質問あるいはコメントございませんでしょうか。粕谷先生いかがですか。 
 
（粕谷委員） 
塩水くさびの木曽川のデータでお尋ねしたいのですけども、国土交通省は一気に上るく

さび形というモデルを示しているのですけども、実際の計測は急に頭割れになってそんな

に上らずに、下側に行ってしまうという、実測はそうなってるんですけども。国土交通省

に聞いたほうがいいかもしれませんけども、そこら辺どういうモデルであそこまできれい

なくさび形で行くのかという根拠に関して、先生お聞きになったことはあります。 
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（山内氏） 
ありません。 

 
（今本座長） 
他はいかがでしょうか。村上委員どうですか。 

 
（村上委員） 
山内先生、どうもありがとうございました。 
私は質問ではなくて議論の進め方なのですが、この場では一応、簡単な質問にして、水

資源機構の方の発表が終わって議論する、もしくは、三番目に私たちの環境影響の総括に

ついて議題を出すのですけども、そのときに議論に加わっていただいて三者で議論すると

いうやり方はどうでしょうか。 
 
（今本座長） 
分かりました。それぞれのところでその時にすぐ聞きたいということがあれば、という

意味で聞いています。ですから、三人が終わった段階でまた議論をするということで進め

たいと思います。 
 
（粕谷委員） 
まとめのところで、まず一番目に示されたことが、河口堰のすべてかなと、私は納得し

ております。それで、シルト、ヘドロが溜まるということなんですけども、先ほどデータ

を見せていただいたのでは、下流は秒 8,000 トン流れたときに若干削られるところがある
のですけど、ほとんど削られていないというふうに印象を私は持ちます。ところが上流の

ほうはですね、水位が安定している時にはヘドロというか、よく似たものが溜まるんです

けども、それは、ある程度の流量にいきますと流されてしまうということで、上流のシル

ト様のものと下流のシルトが随分性質が違うように思うんですけども、先生、どんなふう

にご理解されていますか。 
 
（山内氏） 
上流については僕もあまり調べていないんですが、音響探査とか、ときどき泥を採って

調べた限りでは、堰から伊勢大橋辺りまでは、かなり堆積していると思います。そこら辺

はあまり流されないように思います。やっぱり粒子が細かくて泥なので、粘着性が高くて

なかなか流れないということだと思います。 
（今本座長） 
ありがとうございました。ではとりあえず質問はここまでで、はいどうぞ。 
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（藤田委員） 
どうもありがとうございました。岐阜大の藤田ですけども、最初のスライドで以前、汽

水域が名神高速３２㎞上流まで達していたとお話をされていますね。それに対して後のほ

うではそんなに行かないんだと、浚渫してもそんなに行かないというお話をされています

けども、かなり矛盾しているように感じたのですが。 
 
（山内氏） 
汽水域をどういうふうに捉えるかなのですが、ものの本によると汽水域は塩分濃度で 200

㎎/Ｌくらいというのがあるんですが、教科書なんかではあるんですが、でもそれはヨーロ
ッパでの話で、日本には岩塩みたいはものはありませんので、河川水はほとんど５～６㎎/
Ｌですね、ほとんどね。ですからそれよりも増えればそこまで海水の影響があるとしても

いいのですが、そうはいかなくて、都市汚水、下水なんかが入ってきますので、かなりそ

こが難しいのですが、２５㎎/Ｌくらいだったら塩水が混じっていると思います。だからも
のすごく薄いものは上流まで行くんですね、薄いのは。特に大潮のときにすごく上流まで

上りますので、その時は薄い数十㎎/Ｌくらいのものは上ります。だけども塩害を起こすよ
うなのは、水稲に塩害を起こすようなものは、600 ㎎/Ｌくらいだろうと言われています。
そういうことを念頭に置いて、だから 200㎎/Ｌを基準にすれば、河口から２０㎞くらいだ
ろう、という国土交通省の予測があるんですが、それはそんなものかなと思います。 
 
（藤田委員） 
私が申し上げているのは予測の話ではなくてですね、一番最初のスライドでヤマトシジ

ミ等の棲息からという説明で汽水域を示されたのが 1957年の話だったので、どうなのかと
思って伺いしたわけです。 
 
（山内氏） 

1957年ではなく、あれは私たちの調査結果です。 
 
（藤田委員） 
一枚目のスライドは、調査結果でそうされたということですか。 

 
（山内氏） 

1957年のは三つの点で、天然河川それから文化河川それらの出典として出して、その下
は私もちょっと断ったと思うんですが。 
 
（今本座長） 
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ありがとうございます。次にご意見をお聞かせいただきたいと思います。続きまして水

資源機構中部支社の副支社長の富岡誠司さんからご意見よろしくお願いします。 
 
（(独)水資源機構中部支社 富岡副支社長） 
皆さんおはようございます。水資源機構中部支社 副支社長をしております富岡と申しま
す。説明に入ります前に一言だけご挨拶を申し上げさせていただきます。 
愛知県庁の皆様には昭和３０年に私ども中部支社の前身でございます愛知用水公団の設

立以来、長年にわたり大変お世話になってまいりました。おかげさまで愛知用水の通水か

らこの９月で満５０周年を迎えることとなり、この半世紀にわたりまして水道用水・工業

用水・農業用水の供給を通じて今日までの愛知県の発展に微力ながら貢献させていただき、

皆様とともに歩んでくることが出来ましたことを大変うれしく、また誇りに感じておりま

す。これもひとえに県庁並びに県民の皆様のおかげでございます。まずは心から御礼を申

し上げます。 
本日は平成７年７月から本格運用を開始いたしました長良川河口堰について、管理開始

以降行ってまいりました環境関係の各種の調査結果について３０分程で説明して欲しいと

いうご依頼を頂きましたので説明にまいりました。調査データでございますが後ろの机の

上にこれまで行ってきた調査結果が積んでございます。大変膨大な量でありまして皆様に

お配りすることが出来ませんが、是非とも委員会の皆様には科学的な目で十分に内容を分

析して頂ければというように思っております。また、これだけの内容を３０分で全て網羅

して説明するというのは不可能でございますので、要点を絞りながら概要のみの説明とな

らざるを得ませんので、何か不足の点がございましたら後ほど質疑の時間等で補ってまい

りたいというように思っております。 
それから本日お配りいただいている資料を拝見いたしますと、資料３の中で既に結論め

いたことも書かれているようでございまして、ここでご説明させていただくのは一体何な

のかなという気も多少いたしますけれども、一般の傍聴者の皆様にもわかりやすくとご依

頼を頂いておりますので、一般の皆様にも良くご理解いただけるようになるべく分かりや

すい説明に努めて参りたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それではこ

こから座ってご説明させていただきます。 
長良川河口堰の運用開始以来、行ってまいりました環境関係の調査でございますけれど

も、このフローにありますように大きく分けまして、平成７年から１１年の５年間に行っ

てきたモニタリング調査というのがございます。それからその後引き続いて平成１２年か

ら現在まで行われているフォローアップ調査という二つの調査がございます。 
フォローアップ調査は５年を一区切りとして、それまでの５年間の調査結果を総括して

まとめるという方法で進められておりまして、これまでに平成１６年と、それから平成   
２１年までの総括と、二度の取りまとめを行ってきております。 
これが、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれども、お手元の資料でご覧頂けれ
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ばと思いますが、モニタリング調査・フォローアップ調査で行ってきた調査項目を一覧表

にしたものでございます。上から地下水に始まり、水質、川底の状況、アユ・サツキマス・

カジカなどの魚類、シジミなどの貝類や、カニ・ユスリカなどの川底に棲む生物、川底の

石などに生える藻類、動物プランクトン、それから水辺や河川敷に生える植物であります

とか、鳥・昆虫・その他の動物など、広範囲な調査を行ってまいりました。以下、順番に

調査結果の概要についてご説明してまいりますが、冒頭にもお断りしましたとおり全てを

ご説明している時間はございませんので、独断にはなっておりますけれども主なものをピ

ックアップして説明させていただきます。 
まず、これは河口堰上流の長島輪中での表層地下水の塩分の変化を表したものでござい

ます。河口堰上流が真水になったことによりまして、河口堰上流においては地下水の塩分

濃度も下がってきているということが確認されております。それからこのスイライドの見

方でございますけれども、この後も一緒なんですが、グラフの下に表で検証結果、それか

ら評価ということでコメントが記載してございますけれども、このコメントの内容につき

ましては最初にご説明したモニタリング委員会、それからフォローアップ委員会で検証、

あるいは評価していただいた内容をそのまま掲載しているものでございますので、以下の

スイライドについてもそのようにご覧になっていただければというように思います。 
次に水質についてでございます。水質の調査地点はこの図に青色で示した７地点がござ

います。このうち河口堰よりも下流側の調査地点は河口から４㎞の地点の 1 箇所、それか
ら伊勢大橋から上流は全て河口堰よりも上流側ということになります。河口堰より上流側

の長良川の水位は南濃大橋ぐらいまでは堰のゲート操作により、大きく影響を受けており

ます。長良大橋付近でも長良川の水量が少ない時には若干の影響がございます。一番上流

の藍川橋というのがございますが、はるか上流でございまして河口堰による影響は全くな

いというように考えていただいて結構かと思います。これらの水質調査地点での調査結果

を順次ご紹介してまいります。 
まずは BODと CODについてです。この BOD・CODというのはどちらも有機物による

水の汚れ具合を示すのに用いられます代表的な指標でございまして、頭文字のＢとＣの違

いがございますけれども、これは分析方法の違いによるものというように簡単にご理解い

ただければと思います。河口堰完成以前の平成４年からの経年的な変化を示しております

けれども、年によりまして多少の凸凹がございますが、特に一定の変化傾向は見られず、

問題はないというように考えております。また BODについては平成１９年に伊勢大橋地点
で環境基準値を一年だけオーバーしておりますけれども、BODの環境基準値の意味合いで
ございますが、これはその河川の目指すべき目標水質として定められているものでござい

ますので、これをクリア出来ていないことが直ぐに何か特段の問題になるというような意

味合いの基準値ではありませんので、ご理解いただきたいというように思います。 
 次に河口堰より上流部での溶存酸素、ＤＯについてです。ＤＯというのは水の中に溶け

ている酸素の量でございます。水の中で生活している魚などの生物にとりましても地上の
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生物と同様に酸素が無くては生きていけないのは同じでございまして、下に注釈でも書い

てございますが、一般的にはこの数値が３㎎/L 以下になると生物の生息に影響が出ると言
われております。経年的な変化を見る限りでは、一定の変化傾向は見られず、特に問題は

無いというように考えております。 
 それから次でございますが、河口堰の上下流でのＤＯの経年変化について、もう少し詳

しく比較したものです。水面近く、水面から水深の２割つまり水面近くの所と、それから

川底に近い８割の水深の所、それが赤と青の線で示してあるグラフです。グラフの緑色の

線が環境基準値ということで書いてございますが、これは赤い線の２割水深の年平均値で

評価するということになっておりますので、堰の上下流ともに環境基準値はクリアしてい

るということになります。ただし堰下流部についてでございますが、河口堰運用前からも

そうであったように青い線で示した川底近くのＤＯが特に夏場になると低くなる現象が見

られております。 
堰下流部での夏場にＤＯが低下する現象について、同じように海水の影響を受けている

水域との比較をしたものがこのグラフでございます。一番上は堰下流と書いてはございま

すけれども、長良川の河口から 3.6㎞の海に出た所でございますので、ほとんど海域という
ように考えていただいて良い場所であります。それから二つ目と三つ目のグラフは木曽川

と揖斐川の河口から６㎞地点で、いずれも海水の影響を受けている、いわゆる汽水域でご

ざいまして、そこでのＤＯの経年変化です。特に海域では川底というか海の底と言った方

が良いかもしれませんが、底近くでの夏場のＤＯ低下が顕著に見られております。また木

曽川でもＤＯが３㎎/L以下になることが時々出ているようでございます。 
なお、これらのグラフから読み取ることは出来ませんけれども、この調査とは別に２４

時間の連続観測というのを行っております。水質自動監視装置という装置を付けて２４時

間、堰下流地点でのＤＯ濃度を測っておりますが、その状況を見ますと、ここには載せて

おりませんけれども、河口堰の運用前に比べて堰の運用後には、特に小潮の時期において

ＤＯの低下が明確化している模様も伺えますが、その程度は長良川の水量によっても左右

されている状況でございまして、また大潮時や出水時にはＤＯの低下は速やかに改善され

るという状況になっておりまして、今お示ししているような格好のグラフで整理すると、

その状況は少し見えないというような格好になっております。 
それから次は総窒素と総リンについてでございます。窒素・リンというのはご承知のと

おり生物が生きていくためには欠かせない元素でございますので、適度な量が水の中に含

まれている分には全く問題はない訳でございますけれども、これが多すぎると例えばアオ

コと呼ばれるような植物プランクトンの異常増殖の原因になります。長良川流域での下水

道整備が進んできたこともございまして経年的には徐々に減少傾向にあります。良く見る

とリンについては近年減少しているというよりは、少し横這いというような格好になって

いるかもしれません。 
次に、これは河口堰上流の植物プランクトンの発生状況でございます。先ほどアオコと
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いうことを申し上げましたけれども、アオコというのはカビ臭でございますとか、あるい

は水の変な味とか、そういうものを引き起こす、いわゆる水質障害を起こす現象に繋がる

訳でございますけれども、そういった水質障害を起こす植物プランクトンというのは主と

してラン藻類と呼ばれる種類が原因になることが多いと言われております。図では赤色で

ラン藻類を示しておりますけれども、河口堰上流で発生するのは肌色っぽい色で示したケ

イ藻類と呼ばれる種が優占種となっておりまして、ラン藻類は少ない状況になっておりま

して、その種の構成もほぼ安定しているということで経年的に問題になるような変化も見

られていない状況でございます。 
それから次に水質の話はこれで一区切りにしまして、川底の土や砂の状態についての調

査結果です。川底に溜まっている土や砂のことを私どもは底質というように呼んでおりま

す。最初にフォローアップ調査での検証結果と評価をまとめて掲載させていただきました。

全部読んでいただければ結構なんですがポイントだけ申し上げますと、もともと河口堰運

用以前から堰周辺には有機物を含むシルトや粘土といった細かい粒子の堆積物が見られる

箇所が堰運用前から見られたということ。それから河口堰運用後も平常時には有機物を含

む粘土などが堆積し、また出水時にはその一部が流されたり、また砂が堆積するなど底質

が適宜更新されているということ。それからこのようなことから経年的な変動が見られる

ものの「堰供用前と比較して一方的に底質の状況が悪化している傾向は見られない。従っ

て河口堰の影響で底質悪化が継続しているとは認められない」という評価でございます。 
具体的なデータでご説明いたします。これは川底の土や砂をその粒の大きさで分類し整

理したものでございます。下の注釈欄にも書いてございますが、一般的な分類として粒の

直径が、0.075㎜以上のものを砂、それから 0.005㎜未満のものを粘土と言っておりまして、
その間のものをシルトと呼んでおります。グラフの中では、茶色が粘土、黄土色がシルト、

グレーが砂ということでございまして、平成６年から平成２１年までの経年変化を表して

おりますけれども、この中で一番左の平成６年というのは河口堰を運用する以前のデータ

でございます。河口堰から約 400ｍ下流地点での川の左岸側、それから中央部、右岸側の三
箇所での調査結果でありますけれども、ご覧のように年によって変動はありますが、河口

堰運用以前から粘土・シルト分が多い場所だということがおわかり頂けるかと思います。 
同じように今度は河口堰よりも上流側、上流に約 600ｍ行った地点での経年変化です。こ
れも年によって変動がございますけれども、経年的、一方的に粘土やシルトが増えている

といったような傾向は無いことが読み取れるかと思います。出水などがあった時に砂が多

くなったりといったようなことを繰り返しているようです。 
それから今、説明しました河口堰の下流 400ｍ、上流 600ｍの同じ地点におけます底質の
性質についての調査結果です。茶色の棒グラフの方でございますけれども、これは強熱減

量と呼ばれるものでございまして、底質に含まれている有機物の量を表したものです。こ

れが多いほど有機物が沢山含まれている、腐りやすい可能性があるということです。先程

のグラフと比較してご覧頂くと良くわかるんですけれども、シルト・粘土分の量とほぼ比
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例して強熱減量が大きく、有機物が多くなっておりまして、河口堰運用前と比べてこちら

も一方的に有機物が増えてきているというようなことはございません。それから次に折れ

線グラフの方でございますけれども酸化還元電位というものでございまして、分かりやす

く言ってしまえば、数値がマイナス側に大きいほど酸素不足の状態だというように見てい

ただければ結構かと思います。これも年によって変動がございますけれども、河口堰運用

前から比較して、確かにマイナスになっている時もあるんですけれども、特段一方的に悪

化しているというような傾向は見て取れません。 
次に、ここからは生物についての調査結果をご紹介します。河口堰の上下流に生息する

魚類の種類数についての経年変化をまとめたものでございます。特に、河口堰上流につき

ましては平成７年からの河口堰運用に伴いまして堰上流が真水になったということでござ

いまして、この図がいっぱい地点毎についておりますけれども、一番右上のＮo８、３９㎞
地点というところがございますが、この地点ぐらいまでは沿岸、汽水性あるいは回遊性魚

種が減少し、淡水系の魚種が増加している様子がわかりますけれども、その変化も近年は

だいたい安定してきて、落ち着いてきていると言えるかと思います。 
それから次に、長良川河口堰のアユの話でございますけれども、河口堰にはその両岸に

それぞれ複数の魚道というもの、魚の登り道が設置されておりますけれども、この棒グラ

フは河口堰の左岸側の一番陸側にある一箇所の魚道においてアユの遡上数を計測した調査

結果でございまして、それをグラフにしたものです。グラフの縦軸の数字の小数点が見づ

らくて申し訳ないですけど、最大値が３百万尾でございます。左右岸の全ての魚道から遡

上した遡上数はこの次のスライドでもご紹介しますけど、このグラフの数字の概ね７、８

倍と推定しております。アユの遡上数は年によって大きく変動するのですけれども、一定

の変化傾向は認められないというように考えておりまして、このページのグラフをご覧頂

きたいと思いますけれども、河口堰供用開始後のモニタリング調査、それからフォローア

ップ調査での最初の５年間までの中で、魚道の遡上調査とは別に、長良川の河口から約  

５０㎞遡った上流の岐阜市の忠節橋という橋がございますが、そのあたりでの遡上数の計

測調査も過去に１０年ほど行っております。その長良川での中流域からの遡上数から全遡

上数を推計したものが、この赤の折れ線グラフ。それから先程ご紹介した、河口堰の魚道

を上っている魚の数から推定した全遡上数のグラフがこの青の折れ線グラフでございまし

て、ぴったり重なっている訳ではありませんけれども、両方の調査が並行している平成７

年から平成１６年を見ますと概ね同じような数字になっておりまして、遡上数の調査結果

は信頼性が高いものというように考えております。なお平成５年、６年というのは河口堰

運用前ですので、年によって変動がございますが、稚アユの遡上に対する影響というのは

特に認められないというように考えております。 
次にサツキマスについてです。これは岐阜の中央市場へのサツキマスの入荷数を市場か

らの聞き取りで、長良川、木曽川、揖斐川の河川別に調べてきたものをグラフにしたもの

です。赤が長良川で年変動がございますが、傾向をみると減少傾向にあるようにもみえま
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すけども、青が木曽川、緑が揖斐川でございますが、この木曽川、揖斐川と比較してみま

すと、特に長良川だけが明確に減っているというのではなく、木曽川や揖斐川についても

減っているということでございまして、特に河口堰の影響が出ているというようには判断

できないというように考えております。 
次に回遊性魚類についてでございます。河口堰の右岸側にせせらぎ魚道がありますけれ

ども、その上流での採補調査を行ってきた結果です。上の棒グラフが採補した魚の種類数、

それから下の棒グラフは、個体数を表しておりますけれども、種類数については堰運用後

安定して推移していることが見てとれます。また、遡上個体数については、年により多く

なったり少なくなったりしておりますけれども、種によっては河川流量の影響を受けてい

るものも見受けられまして、特に一定の傾向というものはなく、安定しているというよう

に考えております。それから同じく回遊性魚類の注目種についての経年変化です。調査地

点は、赤色の点でＥ１、Ｅ２がございますが、これは揖斐川・長良川の河口部、それから

Ｎで１、２、３と番号がついておりますけども、Ｎは長良川でございまして、Ｎの１番と

いう地点が河口堰からちょっと下流に下がったところ、それからＮの２番から上流にむか

ってＮの９番までの調査地点がございます。種によってこれもウナギ、ヨシノボリ、アユ

カケ、小卵型カジカございますが、年によって大きく変動しております。全体的な傾向と

しては調査での採補個体数というのは減少傾向にはあるということでございますが、その

変化は安定してきているのかなというように見ております。 
それから、次は河口堰上流のシジミの調査結果です。表記するのを忘れてしまったんで

すけれども、このグラフに掲載してございますのは、いわゆるヤマトシジミではなくて、

淡水に生息するマシジミについての調査結果でございます。堰運用開始後減少が見られま

したが、近年は安定しその変化は収束してきているというように見ております。また、ご

くごく最近の調査結果でございますけれども、場所によってはかなりの増加が見られる場

所もこのグラフには掲載しておりませんが、そういう場所も出てきているというのが最近

の状況であります。 
それから次にヤマトシジミについての調査結果です。これは下流でシジミ漁を営んでお

られる赤須賀漁業協同組合に毎年アンケート調査をご協力いただきまして、場所別にどこ

の場所でどれだけの漁獲をしているのかというものをまとめたものでございます。毎年の

データがあるのですけれども、最近の２年間分のみをここには紹介させていただきました

けれども、緑の丸の大きさが漁獲量の大きさを示しております。大きいほどたくさん獲れ

たということでありますけれども、真ん中辺にありますが、河口堰より下流部の長良川に

おいてもこの２年間、前からもですけれども、ヤマトシジミの漁獲というのは行われてお

ります。堰上流につきましては、これ見てもわかるとおり河口堰によって淡水化したため

に生息が見られなくなりましたけれども、堰下流ではこのように漁獲が続けられており、

近年大きな変化は見られず安定している状態になっているというように考えております。 
それから、これは堰上流域でのシジミを含めた底生動物全体での確認種類の経年変化を
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表したものでございます。検証結果の言葉が若干舌足らずの状態になっておりますので補

足いたしますけれども、堰上流域は当然汽水域から淡水域に変化したわけでございますの

で、当然先程のシジミのように生息する種類については変化が生じているわけでございま

すけれども、種類数として数だけをカウントした場合には、それはあまり意味の無いこと

かもしれませんけれども、その変化は見受けられないという表現になっております。評価

のところにも書いてありますとおり、淡水化により生じた生息状況の変化は、近年概ね収

束してきているというように考えております。 
以下は表のみ掲載しておりまして、特に細かい説明は省略させていただきますけれども、

植物プランクトン、鳥類、陸上昆虫、そういったものについても概ね変化は安定している

とか、収束しているというような評価、それから動物プランクトン、両生類、爬虫類、哺

乳類これらについても、変化は収束している、変化は認められないというような評価、そ

れから付着藻類、植物についても変化は収束している、変化は認められないというような

評価をしております。それから、特定テーマとして実施している調査でヨシの生育条件に

ついてはヨシの生育条件を概ね把握した、それから、オオヨシキリについてはヨシ原面積

の減少がオオヨシキリに与える影響については概ね把握した、ユスリカについては堰上流

水域においては問題となるような種類のユスリカの発生は認められないというように評価

しております。それから、水際環境、水生植物、それからベンケイガニ類等についての評

価でございますけれども、水際環境と水生植物については変化が収束していない調査地点

が一部あるものの、堰上流水域における水生植物の生育状況の変化は概ね把握できた。そ

れからベンケイガニ類の個体数は安定した状態であると考えられるというような評価をし

ております。そういったことを全てとりまとめて全体の総括的な評価をしたのが、昨年、

中部地方ダム等管理フォローアップ委員会の中で、長良川河口堰の５年に１回出す定期報

告についての評価をいただいておりまして、総括としてはここにありますように、平成  

１７年以降のフォローアップ調査計画に基づく調査が的確に行われていること、それから

河口堰の目的である治水利水について適切な効果を発揮していること、環境への影響等に

ついては堰運用前後で環境に一定の変化はあったものの、近年調査結果については概ね安

定した推移を示していることから、河口堰については適切に管理運用されていることを確

認したというような評価をいただいているようなところでございます。 
それから、ちょっと補足的にですね、これはフォローアップ委員会の中で評価していた

だいた項目からは外れるのですが、先程も山内さんの説明の中にもありましたヨシの話に

ついてフォローアップ委員会でも参考としてご紹介させていただいた話を補足としてさせ

ていただきます。長良川の河口から４㎞地点から１３㎞地点までの約９㎞の間のヨシの状

況をまとめたデータでございますけれども、昭和４９年当時には約 140 ヘクタールほどの
ヨシ原があったということです。その後も河川の高潮堤防の補強工事、それから水際での

消波工というものの整備工事、それから川底の浚渫工事、それから、河口堰建設にも関連

しますブランケットと呼ばれる河川の高水敷の部分の整備のためなどで減少してまいりま
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して、河口堰運用前の平成 3 年時点では約半分の７０ヘクタールくらいまで減少しており
ました。その後も川底の浚渫工事などの影響により、平成１３年時点では約１４ヘクター

ルくらいというように把握しております。このようにヨシ原の減少は主として川の浚渫、

それからブランケット工事といったような治水工事よる直接的な改変によるものが比較的

多いというように考えております。今ご説明したものの具体的な例示でございますけれど

も、上の写真は右岸側の１０㎞から 11.5 ㎞くらいの航空写真であります。左側が昭和４９
年のヨシ原でありますけれども、右側が平成３年、この水色の部分は浚渫工事によって要

は治水工事のために削った部分。それから赤の部分はいわゆるそのブランケットでありま

すとか、高水敷の整備のためにヨシ原を改変してしまった部分ということであります。そ

れから下の写真でありますけけども、これは左岸側の７㎞から 7.8㎞あたりなんですが、昭
和４９年左岸側にあったヨシ原ですけれども、護岸整備によりその赤の部分が無くなり、

それから長良川の河道の浚渫工事の影響により水色の部分が無くなり、さらにその後も水

の浸食作用などを受けて減少したというようなことになっております。 
以上で駆け足でしたけれども、説明は終わりでありますけれども、最後にこれは傍聴者

の皆様のご理解のヒントにしていただければということで若干ご説明を付け加えさせてい

ただきます。まずは長良川河口堰による影響といった場合に、それは単に河口堰のゲート

によって汽水域と淡水域を分けていることよる影響が全てかどうかという問題であります。

長良川河口堰はそもそも長良川の治水のために長良川の川底を大規模に掘り下げる浚渫工

事とのセットでありまして、そのための塩水の遡上を防ぐための施設であります。従って

地上から見ているとよく解らないかもしれませんが、河口堰の建設と前後して約 2,400 万
立方メートル、ナゴヤドームで数えると１４杯分ということになるそうでございますけれ

ども、それだけの川底の浚渫工事を行っております。すなわち、一言で河口堰による影響

といいましてもゲートによって汽水域と淡水域を分けている影響だけではなくて、大規模

な浚渫工事による影響もあるということを忘れていただきたくないというように思います。

６月２３日に第二回公開ヒアリングが行われた際に、赤須賀漁協の秋田組合長さんが最後

に「今更になって河口堰が不要と言うならば、生きとし生けるもののゆりかごであった河

道内で浚渫された２千数百万立方メートルの砂を川へ戻して」と訴えられましたけれども、

まさにそれはこの点を鋭くついたご指摘だったかと思います。ゲートを開けさえすれば全

てが元に戻るというような単純な話ではないということをご理解いただきたいと思います。

またもう一つは最後の行に書いてございますけれども、その他の要因についても十分留意

してという話がございます。若干具体的な例での話をさせていただきますが、上の赤色の

グラフは長良川のアユの漁獲量の経年変化です。あの、岐阜県さんの統計資料から作った

グラフです。なんとなくこれを見ますと、河口堰を運用したころから漁獲がどんどん減っ

ているように見えますので、ついつい河口堰の影響で減ったと言いたくなるグラフだと思

いますけど、良く見ますと河口堰を運用開始しましたのは平成７年の７月でありまして、

７月というのはアユの遡上期が終わっている時期でございますので、平成５年と平成７年
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が特に漁獲が大きく落ち込んでいるのですが、河口堰の運用とこれは関係の無い話だとい

うのが一目瞭然かと思います。それから平成７年以降の減少はではどうなんだと言う話が

あるかもしれませんが、次に下の青色のグラフを見ていただきたいと思います。この青の

グラフは農林水産省の統計資料から作ったグラフでございまして、全国のアユの漁獲量の

経年変化でございます。長良川だけではなくて、全国のアユの漁獲量も平成３年、４年く

らいをピークに減り続けております。まさか長良川河口堰を作ったことがこんなに全国の

アユの漁獲量が落ち込む原因になったということは考えられない訳でございまして、長良

川だけの問題じゃなくて、アユの漁獲の減少というのは全国的な問題もあって、その中で

河口堰の影響はどうなのかということをやはりトータルで見るというのが科学的なものの

見方だろうと言うように思っております。河口堰以外のその他の要因についてというのは、

こういった目でものを見る必要があるということを、傍聴者の皆さんにもご理解頂きたい

と言うことでお話をさせていただきました。少々最後蛇足が加わりましたが、以上で説明

を終わらせて頂きます。どうもありがとうございました。 
 
（今本座長） 
どうもありがとうございました。さきほど、資料３に結論めいたことが書かれていると

言われましたけど、これ実はこの委員会の最終的な報告のためのタタキ台でありまして、

今後これが大幅に書き変えられていくということで、決して結論が出ているわけではあり

ませんので、誤解のないようにお願いします。先ほど、村上さんの方から、村上さんの発

表も合わせてという意見がありましたが、やはり、外部からの発表者のところで一旦切り

たいと思いますので、このお二人のところでやらせていただいてよろしいですか。 
今日特にですね、山内先生の方は、長良川の河口堰は環境に対して非常に大きな影響が

あって、ということをデータを持って教えていただきました。それに対して水機構の方か

らはいやそうじゃないんだという、まったく長良川河口堰の評価として別のことを主張さ

れているわけです。これがまさにどう評価するかというポイントだと思いますので、ここ

でちょっと時間をかけてでも、意見を交換したいと思います。どなたからでも結構ですが。

質問ありますか。できるだけ質問は短くしていただけますか。むしろ質問というよりもこ

こは議論したいんです。 
 
（粕谷委員） 
最後の鮎の全国漁獲量の統計なんですが、農林水産省というデータなんですが、どこの

川が入ってとか、詳しく、合算されたのか、それともこれそのものズバリの数値が出てい

るのかちょっと教えてください。 
 
（富岡氏） 
全国トータルの合算された数値が農林水産省のホームページに掲載されています。 
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（粕谷委員） 
はいわかりました。それではもう一つ関連してお伺いしたいんですけども、先ほどご発

表の１９ページですね、これは河口堰の遡上したアユの匹数がブルーですね、それから忠

節とかで実測されたのが赤と理解してよろしいですね。そうしますと平成２０年 2,000 万
尾上ってますが、今の岐阜県の漁獲統計によりますとほとんど反映されていないんですね。

びっくりするほどの遡上アユがどうなってしまったんですか。漁獲に反映されないという

ことになりますが、そういうことがあるんでしょうか。ちょっとお尋ねしたい。 
 
（富岡氏） 
その点につきましては、私もアユの専門家ではございませんので、推測の域は出ないと

ころでありますけれども、これはあくまでも私ども計っているのは遡上数でございます。

実際のアユの漁獲というのは遡上が終わった後に落ちアユの時期まで含めて夏から秋に行

われるわけでございますので、例えば一般に良く言われる冷水病でありますとか、あるい

は最近遊漁者が減っていると言われますので、そういったことがあってなかなか漁獲に結

びつかなかったのかなというようには思いますけれど、何分、専門家ではございませんの

で推測の域を出ません。 
 
（粕谷委員） 
じゃあ死んで浮いているのかなと勝手な想像をしてしまうのですが、かなりの数の差が

ありますので、大変この説明では違和感を感じます。 
 
（小島座長） 
３１ページの総括のところなんですが、このフォローアップ委員会の総括とおっしゃい

ましたが、フォローアップ委員会とこの検証委員会との目的が違うんじゃないかというふ

うにこの総括を見て思うんですが、この総括は近年調査結果は概ね安定した推移を示して

いることから、むろんこれは根拠になっているんですが、ここで検証したいのは近年調査

結果が安定した推移を示しているかどうかではなくて、いわゆる河口堰運用後１５年と、

例えばですよ、河口堰運用前の１５年がどういうデータの変化があったかということを知

りたいわけですよ。だからもしデータがあるなら、そのずっとデータがあるんですけれど

も、河口堰運用前１５年はこうだったけれども、運用後の１５年はこうだというデータを

お示しいただけるとすごくありがたいですね。やはり河口堰が運用を開始してから最近は

安定しているというと、例えばシジミが無くなっちゃったとか、生き物がいなくなっちゃ

ったとか、いなくなっちゃったんでもう変化は無いんだということはですね、ここでの議

論ではないんですよね。だからいなくなったから安定している、収束をした、変化がない

ということではなくてですね、その前は河口堰運用前１５年はこういうことだったけれど
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も、運用後１５年はこういうふうになったというその比較が出来るようなデータを出して

いただけるとすごくありがたいなということで、なるほどフォローアップ委員会とは違う

ことをやらなきゃいけないんだなというふうなものを思いましたので、是非、その最後の

シジミのデータのようにですね、その運用前の長いこのデータがあると役に立つんじゃな

いかなあというふうに思いました。それから最後の３４ページの赤須賀漁協の秋田さんの

言葉は私は違うように受け取りまして、同時におっしゃったヒアリングするなら愛知県や

名古屋市からも聞いて欲しいというようなこととセットで考えると公害問題でよく言われ

るように、それなら体をもとに戻してくれという言い方と同じことじゃないかと僕は思い

ましたけども、受け取り方が違うんだなという感想ですね、これは感想です。あのデータ

はもし１５年前とか長いデータがあれば出していただけると参考になるんじゃないかと思

いました。以上です。 
 
（今本座長） 
どなたかご意見。はいどうぞ。 
 
（村上委員） 
今本座長の提案にも関係するんですけれど、この委員会がどういうやり方でもって、異

なった見解を調整していくのかというお話ですけれど、今、小島座長がおっしゃったよう

な１５年前のデータなんかはほとんどの項目については無いです。ですからそこがこの委

員会の難しいところです。ですからその場合どういうような考え方をするか、例えば同じ

ような類似の堰があったらばそこの例を参考にする、それからわずかな河口堰運用数年前

のデータであっても、それと違うような結果が出てきたら河口堰との因果関係が有りとす

る、そういった議論のやり方を少し考えないといけないと思います。何もこれは誰かがデ

ータを隠しているわけではない。データが無いところで私たちはどういうふうな影響があ

ったかを推理するのが専門家の役割ではないかと考えております。 
 
（今本座長） 
確かにおっしゃるとおりだと思います。今日はですね、非常に珍しいと言いますか、こ

の河口堰の問題について影響が大きいという方とですね、いやそうじゃないんだという方、

両方がおみえいただいていますので、こういう機会に共通したことをお聞きして我々の知

識を高めるといいますか、そういうふうにすればと思うんです。 
どなたかありませんか。 

 
（粕谷委員） 
河口堰の下流のことをちょっと議論をしたいと思うんですけども、２４ページにシジミ

の聞き取り調査がございますが、河口堰の調査報告書ではですね、実際に川底から定量的
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に何個シジミが出ているかというデータが示してあったかと思うんですけども、河口堰運

用後はですね、単に聞き取りだけになってしまったのか、きちんとどこそこに何匹採れた

んだというデータがあるのかなんですけども、いかがでしょうか。 
 
（富岡氏） 
全くやっていないというわけではなくて、モニタリング調査等の中では何がしかの数の

調査というのは把握している部分もございます。 
 
（粕谷委員） 
そしたら、是非出していただきたいんですが、私が見る限りはですね、当初は平方メー

トル当たり何個体というようなことでですね、河口堰運用前ですね試験堪水前後のデータ

までは出ているんですけれど、その後出てこないんですね。と言いますのは、あのシルト

の中でですねシジミが生きられるのかどうかというそれをお聞きしたいし、確認されてい

ないかということなんですけども、いかがでしょうか。 
（富岡氏） 
特にそれをきちんとして調査として行ったものはありませんので。 

 
（粕谷委員） 
先程、何がしかはとおっしゃったんですけども、ないんですか。その何がしかはあるん

でお見せいただけるんですか。少なくとも僕はちょっと見当たらなかったんですね。河口

堰運用後のシルトの中にシジミがいるというそういうデータが見当たらなかったんですね。

しかも酸化還元電位が非常に低いんだと、マイナス 200とか 300とか少なくともマイナス
150よりももっと低いという状態でですね、そのシルトの中、シルトでもシジミは生きられ
るわけですけれども、そういう状態のシルトですね、それはあの水資源とか国土交通省と

かもそのデータをいちいち出しておられると思うんですけども、そこでシジミが生きられ

るのかどうか大変興味があるところなんですけども、それはどうなんでしょう、そういう

データはあるんでしょうか。 
（富岡氏） 
先程申し上げましたけども平成１１年までのモニタリング調査の中では代表地点だけと

いうことですけども、何地点か数えたデータがあります。 
 
（粕谷委員） 
じゃあすみません、後でお教えください。参考にしたいと思います。 
それとですね、同じようなことになってくるんですけども、ここがシルトだったと昔か

らシルトだったというふうに、おっしゃっているデータがどこかにあったと思うんですけ

ども、１４ページになりますかね、実は国土交通省の５㎞だけでなく、４㎞でもやってお
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られます、いろんなところでやっておられますね。そのデータを見る限り、私、後で国土

交通省のデータをお示ししながらいろいろ検討したいなと思っていたんですけども、まさ

に河口堰の直下あたりですかね、出来た所、それからちょっと下流当たり５㎞あたりです

ね、そこは確かにこんな感じなんですね。河口堰建設前と後でもやはりシルトだったんで

すが、その下流ですね４㎞、３㎞、２㎞、そこら辺はそちらのデータでも砂地なんですよ。

ですからちょっとこれ５㎞のポイントもとからそうだったところだけをですね、データ出

していただいて、あと４㎞、３㎞のデータが場所的な問題があったかもしれませんけども、

かなり違うデータなんですね。それを出していただかないとその河口堰の変化、５㎞がそ

うであっても、もっと広大な下流の部分の変化というのは出てこないんじゃないかという

ように思うんですけども。 
 
（富岡氏） 
今日は代表地点ということで５㎞地点のものしかご紹介できませんでしたけども、底質

の調査は当然下流の３㎞地点等でもやっていますので、そういったデータは必要であれば

ご提供させていただきます。 
 
（今本座長） 
今日は山内先生に来ていただいてですね、先生にちょっとお伺いしたいんですけども、

先生は長年、長良川の調査をずっとされてその結果として河口堰の影響は大きいというふ

うに結論されていますね。その先生から見て、今のように河口堰の影響が軽微であると言

われたら、その意見に対してどう思われますか。 
 
（山内氏） 
槍ヶ岳のお花畑を壊しておいて、お花畑は代替が思いつかないのであれですが、御嶽山

の亜高山帯の木を全部切り倒して、その後にカラマツを植えて、生態系はちゃんと維持し

ていますという言い方なんですね。僕はとてもそういう自然観ではありませんので、やっ

ぱりあの亜高山帯は亜高山帯の植物があって、動物があってそういう自然なわけですよね。

汽水域は川では一箇所だけなんですよね、河口域に。その汽水域を全滅に近いことをして

おいて大した影響はありませんという議論は全く私には分かりません。それからちょっと

国交省の方、水資源機構の方に意見を申し上げたいんですが、ヨシ原の面積、私は国交省

と水資源公団が作った９４年、河口堰運用の前年に作った本で「現存植生図」というのを

作っているんです。それはもう浚渫もほとんど終わっているし、それからブランケット工

事はもちろん全部終わった時の植生図で、面積なんですね。それと堰運用後の面積を僕は

比較して、水に浸かったこれだけのものが滅びたんですよということを言ったんです。中

日新聞の記者とか岐阜新聞の記者がそれについて、水資源の方にお聞きに行ったら先程の

ヨシ原の面積を出してきたというんですね。これは４㎞から１２㎞でしょ。河口堰は 5.4㎞
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の所で、その下にすごい中州があってヨシがものすごく生い茂っている所があるんです。

河口堰の下と上とでは、全然違うわけですよね。河口堰の下は満ち引きがありますので、

全然水没しっぱなしということは無くて、元のまんまのヨシ原なんです。それと上流と合

わせて変化があるか無いかという議論は全くナンセンスでね、河口堰の上流の影響と下流

をやるんだったら下流を分けて調べないことには全く意味がないと僕は思います。 
それから浚渫がすごく多いようなことを言われましたけども、僕が見た９４年度のやつ

はもう浚渫はほとんど終わって、伊勢大橋と７㎞の間の川の沖側の縁が浚渫されて無くな

った。それから８㎞のあたりに中州があったんですがそこも浚渫で無くなっている。大部

分は水没したことによって滅びた、ということなんですよね。だからそういうことをちゃ

んと分けて考えて欲しい。それからついでに言っておきますが、アユの上るやつで平成７

年に低いけども、これはもう前の年はまだ開いていたから関係ないというようなことを言

われましたけど、前の年は試験運用で１０月の仔アユが下る最も大切なときに１か月間、

堰を閉めているんです。その影響は考えなくていいのかということもあるわけです。 
河口堰の影響を知る上では、やっぱり事前調査がものすごく不足しているというのが決

定的に考えにくくしている点だと思います。いろんなヤマトシジミとか、堰から下流のヘ

ドロの堆積にしても、堰を閉める直前の年はこうだった、ということで比較せざるを得な

いんですけども、河口堰運用の前年なんかは堰はほとんど完成していて、それまでに川を

締め切ってずっと工事していたわけですよね。だからヘドロなんて一杯溜まっているんで

すよ、閉めた時点で。そういうこともやっぱりちゃんと評価して考えていくべきだと思い

ます。 
 
（今本座長） 
ありがとうございました。次に富岡さんにお伺いしたいんですけども、いろんな方が長

良川河口堰の影響について非常に影響が多いと指摘されています。そういう指摘に対して

水機構はどういうふうにお考えなのか、あるいはそういう声を聞かれているのかどうか、

ひっくるめてお教え願えませんか。 
 
（富岡氏） 
あのちょっと価値観の違いみたいな話になるのかもしれませんけれども、長良川河口堰

は環境を変えたという意味では汽水域に水門を作って、真水と海水を分ける施設を作った

わけですから、それは当然環境がそれで変わっていないというつもりは全くございません。 
ただそれを変えたことの価値をどう考えるかという話でございまして、私どもは治水事

業のため、それから河口堰上流の真水を利水に使うということを含めてトータルとして評

価して河口堰は有意義であるというように考えているわけでございますが、当然河口堰を

作るときには、いろんな反対派の方からもご指摘があったということも承知しております

し、例えばアユが全くいなくなるんじゃないかとか、シジミが絶滅するんじゃないかとか、
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それからサツキマスが全くいなくなるんじゃないかとか、というような極端なご意見もい

ただいたわけでありますけども、それをどの程度許容するかという話だと思うんですけど

も、私どもとしては例えばアユについてはもちろん遡上に支障がない施設ではございませ

んので、それに対しての漁業の補償ということも行ってまいりましたし、それからアユの

漁獲ということにも配慮して、例えばアユのふ化事業とか、それは漁業組合さんがやられ

る話ですけれども、そういったものへの支援とか、それからサツキマスについても、アマ

ゴの放流とか、これも漁業組合さんがやるんですけども、そういったことに私どもとして

も協力して何とか今の環境を維持していると。今維持している環境については河口堰が出

来てから１５年経ちますけども、非常に安定した状態に入って特に今の状態から何かが更

に悪くなっているとか、そういう変化は見受けられないという意味で安定しておって、特

に今河口堰の運用していることについて、特に問題はないというように評価をしているわ

けであります。 
 
（今本座長） 
ありがとうございました。 

 
（粕谷委員） 
やはり汽水域というものが劇的に変化したということですので、まずヤマトシジミに象

徴される汽水性の生き物ですね。ヤマトシジミに関してですが、これは共通の認識ですが、

堰の上流は全くいない。堰の下流も先程シルトの溜まっているところは私が調査する限り

は一切見当たりません。ただ先日表面に小さなシジミが、ヤマトシジミがいましたんで聞

いてみると漁師さんがその辺でふるいにかけるからかなという話はしておりましたが、中

から出てきたということは、一回、色の違ったのが出てきたことがあってびっくりしたん

ですけれども、ほとんど無いですね。確かに堰下流でヤマトシジミがいなくなったかとい

うとそうではなく、浅瀬があります。特に揖斐川との中堤になっております浅瀬は、私た

ちが見た感じでは５０m くらいの幅でヤマトシジミがおります。しかし深いところでは全

くいません。これはもう汽水性のヤマトシジミが長良川から失われたというふうに言って

もいいんじゃないかと私は思うんですけども、そこらへんはこれまた軽微ということで見

方の違いということで、ご説明されるんでしょうか。 
 
（富岡氏） 
きちんとした調査を行っているわけではないので断定的なことは申し上げにくいんです

けども、最近、赤須賀漁協さんの漁業の様子を私ども管理所からすぐ外で見えますので、

毎日のようにどの辺で漁をやっているってのは見ているわけですけども、確かに河口堰が

できて最初の頃というのは深く掘った所というのは、あんまり漁はされていなかったよう

なんですが、最近見ると結構深く掘った辺りでもですね、シジミ船が出ております。おそ
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らくそれなりに深く掘った所でもシジミが戻ってきているのかなと感じておりますし、そ

れから私どももシジミを調べるためにやっている調査じゃありませんけども、底質の調査

というのは、時々エクマンバージなんかを落としてですね、採取して様子を見たりしてま

すけども、結構深いところでも最近はシジミが割りと入ったりしてですね、そういうこと

も確認していて、そんなに最近悪くなっているというのは無いんじゃないかなと感覚的な

問題ですけども、そういうふうに捉えております。 
 
（粕谷委員） 
そちらの国土交通省、建設省のデータでもですね、河口堰の直上直下ですね平方メート

ル当たり何百というヤマトシジミがいるという報告があります。ご存知と思いますけど。

現在、そんなエクマンバージを落として一個二個とあったとしても、そんなレベルなんで

すよね。これをもってあのヤマトシジミはいるんだというふうに言われるとこれは比較の

問題で、大変おかしな比較になるんじゃないかというふうに思います。それでヤマトシジ

ミがいなくなった一つの理由がですね、堰下流の河底の溶存酸素が非常に減ってしまう時

期が結構長く続くということなんですが、それで８ページですが、堰下流４㎞のＤＯの溶

存酸素の変化を経年的に見ております。これ経年にしてしまいますとね、バクテリアを目

で見るみたいなもので、何にも捕まえられなくなってしまいます。調査委員会、平成７年

にそちらが出されたデータではですね、試験堪水の時に１０月ですか、その時とその翌月

の一月の間の溶存酸素のデータを出しておられます。それ見ますと小潮時、その前後を含

めまして非常に底の酸素が減少するということがはっきり出ております。それが若干なり

とも攪乱して多少河底いくと酸素がいくというのが大潮とその前後くらいですね。ですか

らかなりの期間、貧酸素３㎎/L を下回るようなそういう状況が作り出されているわけです
ね。それが堰を開けますと一気に解消されます。悪くても５㎎/L とかですね、そういうこ
とがきちんとデータとして出ておりますので、そこらへんのですね酸素不足になってシジ

ミがもはや駄目だというような期間はですね、例えば一月の潮の満ち引きの間に、一月間

の間に何日くらいあるいは何時間起こるとご理解されておるんでしょうか。 
 
（富岡氏） 
あのちょっと数字で何時間といわれても、そういう計算をしたことがございませんので

答えようがありませんが、確かに傾向としては、今おっしゃられたように、説明の中で私、

若干、口頭では申し上げたつもりなんですけれども、あの小潮の時期に特に夏はですね、

堰下流地点において溶存酸素が低下するという現象は、河口堰のゲートを下ろす前から見

られた現象でありますけれども、ゲートを下ろしてからは若干その期間が確かに長くなっ

たりというような傾向はあるかというようには思っております。ただそれがどれだけと今、

数字で言われましても、ちょっと計算したこともございませんので、お答えしようがあり

ませんけれども。 
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（今本座長） 
他の委員の方いかがですか。 

 
（伊藤委員） 
すみません、水資源機構の富岡副支社長にちょっとデータ等でお聞きしたいんですけれ

ども、二点ありまして、先ほどからヤマトシジミの話が出てるんですけれども、例えば今

日いただいた資料のこの赤須賀漁業協同組合の方ですと、資料の後ろの方ですかね、５７

ページに赤須賀漁港のヤマトシジミの漁獲量っていうのが昭和４６年から平成２１年まで

かなり長期にわたってあります。やはりピークの頃から比べると大分減ってきて苦労され

ているんだなと。それの漁場といいますか、どこで獲っているのかっていうことは、先ほ

ど示していただいた、例えば平成２０年、２１年とかっていう直近のデータだけではなく

て、追跡されれば、例えば先ほどから言っている河口堰直下とかが漁場としてどういう状

況であって、今どうかということは、もう少し丁寧な説明ができるんじゃないかなってい

うふうに期待していました。だから観測所から見てどうこうではなくて、データでもう少

し、河口堰というのが出来れば当然環境に影響があると、ただそれが予想以上の影響なの

か、更に私たちは、かけがえのない環境を壊してしまったのか、そういったところが問わ

れているっていうふうに考えれば、やはりそういうデータに対しては、きっちりと出せる

ところは出していただけたらと、これが一点です。 
もう一点、同じくデータなんですけれども、やはりアユの遡上数、最近大変増えてきま

したということを先程も見させていただきました。資料の方でも１８ページであります。

平成２０年とか２１年。これを見ると、ああそうなんだと、つまりアユが降下して海まで

行ってまた上って来たんだ。すごいなあと、河口堰っていうのはアユの遡上とかに影響な

いのかなと思ってしまうんですけど。これ降下が分からないですね、降りる方。多分測定

は難しいかと思いますが、実際にこの遡上というのが、つい先日、実はちょっと授業の一

環で河口堰に行って説明を受けてきたんですけれど、今、魚道のところで大量に稚アユを

放流していると、いつからか分かりませんけれど、ものすごい数放流して、それが元気に

上ってくるというふうに、直接カウントできてしまうんじゃないかという穿った見方もで

きるんですね。つまり河口堰というのはやはり自然な状況の中でアユが降下するのには影

響があるんだと、であるから、降りないから、まさに河口堰の魚道の所から放流すること

によって、そいつらが戻ってきて、これが数増えているんだと、またこれも、もしかした

ら誤った理解をしてしまうかもしれない。つまり今日の資料とかには、そういう放流の問

題とかアユが行ったり来たりする、まさに海と川を繋ぐということに関してのデータが出

て来ないので、このデータだけ示されると、まさにあの説明されたとおりなんですね、も

のすごい遡上していますねで終わってしまう。でもこれは多分、環境のこと考える時には

データとしては欠けているのではないかと私は思うんですけれども、あの、すみません、
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もしよろしければ、その放流のことだけでも結構ですけれど、今どのくらい、毎年、アユ

の放流、稚アユとかをしているかを教えてをいただければと思います。 
 
（富岡氏） 
あの、少々誤解があるようですので、あの、稚アユの放流を河口堰の近くでやっている

んじゃなくて、河口堰のところでやってますのは、アユの卵のふ化事業です。ですから、

仔アユが海に行って、それが河口堰を上ってくるもんですから、稚アユを放流したものが

すぐに魚道を上ってくるなんてことはございませんので。それからシジミの話がありまし

たので、あの、たまたまですけども、平成８年からのシジミの漁獲のデータがありますの

で、今画面に映してお見せしますが、左が平成８年です。当然まだこれ河口堰閉めた直後

ですので、河口堰の上流でもシジミが獲れています。それから河口堰の下流でもシジミが

獲れています。それから平成９年になると、河口堰上流でのシジミの数は減ってきていま

す。ちょっと年度飛びますけれども、平成１６年くらいになるともう全然上流では獲れな

いと。まあ、河口堰の下流では相変わらずこういうふうに獲れているという状況です。で

河口堰の上流側の堰できた直後は獲れてますけども、お聞きしたところによると、ゲート

下ろした直後では、シジミ、ヤマトシジミ、あの繁殖は淡水域では出来ないんですけども、

生きているシジミを放せば育つことは出来るという話があって、漁協の方で堰上流に放流

も行っていたというふうに聞いております。ただ結果的には、何年かやってあんまりうま

くいかないので今はもうやめていると聞いていますので、まあそういうこともあって、堰

の上流は今完全にヤマトシジミがいないという状況であります。参考にご紹介させていた

だきました。 
 
（今本座長） 
ありがとうございました。今日はこの後、プロジェクトチームの会議もありますので、

時間がかなり押してきております。実はこの専門委員会は１１時半までということになっ

ておりますが、少し時間をいただきまして、１２時近くまでは良いということになってい

ます。できれば傍聴者からの意見もいただきたいと思いますので、その辺の時間も考えて

次の議題の、河口堰の建設運用に伴う環境影響の総括と提言について、の方に移りたいと

思います。意見陳述、本当にありがとうございました。おそらくこの次もこのことに関連

しますので、もしよろしければ聞いていってください。もし間違っていれば、ご発言も結

構でございますので、よろしくお願いします。それでは村上先生の方からご説明いただけ

ますか。 
 
（村上委員） 
資料３の方を皆さんお願いします。先程、富岡さんの方から先に結論ありきでないかと

いうようなご批判を頂いたんですけど、これでこのまま私が意見を変えなければ結論あり
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きなんですけど、そのあと富岡さんのご意見、それから山内さんのご意見を聞いて、委員

会で納得できればどれだけでも変えます。ですから、先程、座長が説明したようにたたき

台です。新しいデータが出たら私達専門委員会、そのデータに従ってどれだけでも意見は

変えます。そこのところは専門家としてご審議をいただきたいと思います。もし私達が納

得できるようなデータがあっても意見を変えないようだったら、それこそ批判されてもし

ょうがないのです。 
では早速、環境影響の総括について、まとめの話とそれからどういう手法でまとめてい

ったらいいかということについてお話ししたいと思います。先程から議論しておりますよ

うに河口堰、建設以前のデータというのはほとんどありません。断片的な観測例があるだ

けです。ですから私達はその中で何が起こったのかを詳しく知るようなことが必要です。

そこが私達専門家の活躍する場ではないかと言うことです。 
まずは河口堰の経緯についてお話しするのですけど、皆さんご存知なんでしょうけど、

省略してもいいですが、まず 1960年に河口堰の原案、河口ダム構想が出来ました。そして
漁民を中心に第一次運動、差し止め訴訟がありました。しかしそれは取り下げられ結局は

工事は着工しましたが、1980年代の終わりにまた再び盛んになりました。これはいわゆる
第二次運動と呼ばれております。これは漁民を中心とした第一次運動とかなり違った様相

があります。地域の問題から全国の問題へ、それから直接利害があるような漁民から市民

の問題へ移っていきました。そして、この裁判も 1994年に岐阜地裁で判決し、９５年に運
用が始まったわけです。 
新聞でも、これは朝日新聞でヒットした河口堰に関する記事の数なんですけど、河口堰

が９４年に一応完成し９５年から運用が始めたんですけど、それから先、かなり長い間、

ずっと河口堰に関する記事が載って参りました。全く衰えておりません。 
さて、これから、科学的な議論の話になるわけなんですけれども、これは私が 1993年当
時に集めた論文の数を経年的に見た物です。やはり９０年代にたくさん出てきまして、そ

して９４年に運用が始まってから急速に減ってくる、そしてまた増えてくる、そしてまた

現在、減ってくる状況にあります。こうして見ますと年間２０もの論文が出ているもので

すから、一見、科学的な議論が盛んになったように思いますけれども、実はそうではあり

ません。 
これは 1990年代に出た、たくさん出た論文の幾つかをリストアップしたものです。これ
は河口堰を容認する立場で書かれた論文が、何を根拠にして議論しているかを調べたもの

です。そうしますとたくさんの論文が出たんですけれども、根拠はたった一つ、河口堰に

対するパンフレット、これについての議論が、これについてのみ立脚した議論がなされて

いるわけです。 
ということで、私は河口堰を容認する立場で書かれた文献について批判的なことを言っ

ているわけですけれども、これはやはり環境を良くすることに変わりません、非常にいい

データであっても、例えば、いわゆる事業者側に近いような研究者の資料はなかなか引用
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されない傾向があります、これは後で具体的に紹介します。 
ですから私はこの専門委員会でもって、事業者側の評価、それから環境影響に懸念を持

つ側の評価、それから裁判の判決、これをバランス良くここで議論することが必要ではな

いのかと思います。事業者側の評価としては、2000年にモニタリング委員会の中間報告が
出ております。それからこれも富岡さんから紹介があった 2006年に環境調査のとりまとめ
が出ております。それからこれは必ずしも事業者側ではないですけど、岐阜県の方で長良

川河口堰調査検討会というものがありましてその記録もあります。 
一方、環境影響に懸念を持つ側としては、自然保護協会、それから山内先生が主催され

ています下流域調査団、それから自然保護協会も入っているんですけど地元の研究者で組

織したモニタリング調査グループ、様々なグループがデータを出しております、これを網

羅的に私達は集めて分析していく必要があるわけです。 
さて、ここでの環境への議論の争点なんですけれども、まず何が起こったか、それをき

ちんと調べようということです。まず水質と底質の変化、生物相の変化、これが項目とし

て挙げられます。プランクトンの発生、底質の細粒化、有機物含量の増加、酸素不足、そ

れから生物については、アユ・サツキマス・シジミ、不快昆虫、抽水植物体、様々なもの

が対象となっています。 
それからこれも大事なことなんですけど、果たしてこういった変化が河口堰の建設・運

用と因果関係があるかという問題です。これは、何でも変わったこと、川が変わったこと

を河口堰のせいにすると言うことは、そんな杜撰な議論をここでするつもりはありません。

私達は各項目について河口堰の運用との因果関係について、これをきちんと調べて、河口

堰を開ければ何がどうなるのか、これをこの場で議論したいというように思います。 
それから、これも大事なことなんですけど、変化は当然です。さて変化は河川生態系に

とって致命的なのか、一時的、局所的なものなのか、これを私達は議論しなければいけな

いと思います。例えば、堆積物にしろ、プランクトンの発生にしろ、時間的に限られた現

象なのか、または非常に長い時間、恒久的に続くものなのか、さらに可逆的なものか、不

可逆的なものなのか、これについても議論することが必要です。ですから私達は長良川で

起こったことを全て河口堰のせいにして議論するような杜撰なことはやらない、一つひと

つ科学的に検証していくという態度を取りたいと思います。 
次に整理の視点です、どういった見方でやるかというか、長良川、または類似の施設で

の観測事例、これも広く集めましょうということです。以前のデータはありません。多く

の項目について以前のデータはありません。ですから私達は他の河口堰でも共通で起きて

いることであれば、長良川の河口堰において見られた現象、これも河口堰との因果関係が

有りと考えましょうという判定を取りたいと思います。 
それから意見の採否はデータの信頼性・論理による。これもここで言っておきたいと思

います。先程は文献の引用傾向を示したんですけど、なかなか自分と意見を異にするよう

な論文は引用されない、私は立場の中立性と意見の信憑性は全く無関係なものだと思いま
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す。ですから、どちらの立場の意見でも、きちんとした科学的な手法でデータが集められ、

論理的に組み立てられたものであれば全て採用してもよろしい。そうでなければ全て採用

しないことを考えたいと思います。 
しかしこういった根拠のある影響と懸念、根拠のない懸念、これ共に重要だと思います。

全然データはない、そして論理的な整合性もないんだけど何か起こっている。これも私達

は大事なことだと思います。しかし、この二つのことはきちんと峻別して記述して議論す

る対応を取りたいと思います。 
それから先程から申しましたように資料は決定的に不足しております。資料不足、不明

な影響については最大最悪の影響を想定して私達は対策を講じよう。この整理の視点でも

って議論を進めていきたいと思います。 
それでは、具体的な環境影響についてのお話を少しやりたいと思います。山内さんと富

岡さんのお二人の意見と共通する所もありますし、どちらとも違う所もあります。まず河

口堰による環境変化なんですけども、基本的にはプランクトンの発生によって様々なこと

が変わってきます。水質の変化・堆積物有機物含量の増加、それから生物への影響、それ

から水道障害、これらは全てプランクトンが起因になってくるような原因のものです。 
たとえばダム湖なんかでも富栄養化障害があるんですが、プランクトンの発生が水質・

底質障害に直接影響してくるという視点が必要でないかと思います。これは簡単な模式図

で環境の変化をまとめたんですけど、堰の上流で流れがゆっくりになることによってプラ

ンクトンが発生する。さらに、堰の直上では流れがほとんど止まってしまうのでこれが堆

積する、そして堆積したやつがいわゆる底の方で腐りまして、酸素を消費して酸素不足に

なっていく、堆積物はもちろん一部は外に出るんですけども、先程紹介されました循環流

によって海へ出て再び河口堰の底にたまっていく。これが河口堰周辺の環境変化の大雑把

なまとめだということになります。 
具体的なデータです。幸いプランクトンの発生に関しては、1990年からデータがありま
す。この上の方は東海橋のデータです。河口堰が完成する以前、ほとんど発生がありませ

ん。河口堰が完成してゲートが本格的に運用を始めて、東海橋では夏のプランクトンの発

生が見られるようになった。そして、この伊勢大橋、下流の方なんですけど、以前は発生

があったんですけども、９４年９５年以降はその発生の頻度が大きくなっている、発生の

頻度が高くなっていることがわかります。それから経年変化を議論する時に重要なことな

んですけど、この９１年９８年はプランクトンが減ってます。しかしこれは経年変化とは

考えられません。何故かと言いますとこの年、いわゆる夏の発生時期に雨が多かった。で

すから私達は経年変化を議論する場合には、それに関係するような気象要因、こういった

ものを考慮して議論していかないと間違った傾向、それを経年変化と考えてしまうことが

あるわけです。 
藻類の発生量と流量の関係は、これは自動観測による非常にいいデータが河川管理者の

方から出されておりますけど、流量が落ちるとクロロフィルが発生するというような非常
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に良い関係式が見られます。さて、飲み水とプランクトンの関係です。実は愛知県は河口

堰の水を使っているわけなんですけど、私が聞いたところによりますと顕著な着臭障害、

臭いの障害は起こっておりません。しかしこれは浄水場での活性炭の使用量と関係がある

と思います。この線グラフは河口堰での藻類の発生量、そしてこの棒グラフは浄水場での

活性炭の使用量を示しております。そうして見ますとこの時が一番よくわかるんですけれ

ども、藻類が発生すると予防的に活性炭を入れて臭いを取っていくというような状況にあ

ります。ですから問題がないわけではない、愛知県の浄水場の関係者の努力でもって何と

か水質が維持されているわけです。果たしてこういうふうなことが長く続いて危機的な状

況になってもこういった上手い処理が続くかどうか、やっぱり私達は水の安全性を考える

場合には、出来るだけ安全な原水を得るという努力を今後も続けていく必要があるのでは

ないかと思います。着臭は確かに出てきていない、しかしこれは水の安全性を保障するも

のではない、と言うことを言いたいと思います。 
次に堆積物です。これも山内さんが示されたんですが、これは私達も同じ音波調査をや

りました。この黒く塗った８のところが柔らかい堆積物がたまっているところです。200
キロヘルツと５０キロヘルツの音波探査で調べました。そうしますと揖斐川ではほとんど

たまっていない。しかし、長良川では５０㎝から１m の柔らかい堆積物がたまっておりま

す。これに対しては例えば 200キロヘルツ・５０キロヘルツの音波が適当であるかどうか、
そういった技術的な問題もあるんですけど、こういった広域的な堆積があるということが

ご理解いただけるのではないかと思います。 
さて次に酸素不足の考え方です。これはよく誤解されるんですけども、潮水が入るから

酸素不足が生じる、淡水化すれば酸素不足が解消するという問題ではありません。二つの

要因が見えてきます。一つは皆さんご存知の混合の阻害です。上下に水が混ざらなければ

酸素不足になります。もう一つは有機物の供給です。プランクトンが発生しますと川底に

有機物が供給される。そして分解の際に酸素が消費されるということになります。そして

混合に関しては堰の上流では水温差で水が混合しない、下流部では塩分濃度差で水が混合

しないということが考えられます。これは堰上流の酸素不足の状況を示したものです。縦

軸に水深、横軸に時間をとってます。そうしますと夜中から明け方にかけて未明の頃、飽

和酸素の約４０％ぐらいまで酸素不足を生じる場合があります。これはもちろん淡水化し

た後のことです。この様に上の方では 200％を超すような過飽和の状態である。しかし河口
堰の上流の川底では酸素不足が生じるということがあります。ですから、決められている

上流何割かの酸素を測っているだけでは、これは酸素不足が実際に生じているかどうか、

これはなかなか判断しづらいことになります。やはり河川管理者がとっている連続監視の

データ、これをきちんと解析していくことが必要ではないかと思います。 
それから堰下流の貧酸素の問題です。これは先程、富岡さんもおっしゃっていましたよ

うに夏の小潮の時期によく酸素不足が起きます。これはいわゆる小潮効果と言われている

ものです。そのあたりの時期に連続監視のデータを見ますと、塩素濃度が次第に濃くなっ
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てくる。そして表層の酸素濃度は変わらないんですけど、次第に酸素濃度が低下してくる

ことが見られます。この小潮効果は実は長良川の河口堰だけではなくて、様々な河口堰の

無いような川でも見られます。これは河口堰運用以前の溶存酸素の濃度を縦軸に時間、横

軸に日にち、で８月の状態を示したものです。白く塗った所が３㎎/L 以上、灰色の所が３
㎎/L以下、黒く塗った所が１㎎/L以下の所です。Ｎは小潮の状況、Ｓが大潮の状況を示し
ます、そうすると河口堰がなかった時でも小潮の時にはかなり貧酸素の時間帯が、貧時が

長く続く、そして大潮で解消する、そして再び小潮の場合に貧酸素が生じて大潮で回復す

る、そういったリズムが、周期があります。ところがこれが河口堰が作られたことによっ

てどうなるか。これはその翌年、ゲートが閉められた 1995年のデータなんですけど、ここ
で見ますと、同じく小潮の時期を中心に貧酸素が生じるんですけれど、その時間が長くな

り、そして黒く塗ったように１㎎/L 以下の深刻な酸素不足が頻発することがわかると思い
ます。その酸素不足について、下流で深刻かどうかと言う議論が良くされますけど、言葉

だけではなくてこの持続時間、それから貧酸素の程度、濃度ですね、これもきちんと考慮

して議論しないと概念的な議論で終わってしまうのでないかと非常に心配しております。

もう一度、河口堰の環境変化のまとめです。全てプランクトンが起因するような変化が生

じております。 
次に河口堰の運用による生物の変化です。ここでは底生生物としてシジミ類、不快昆虫、

それから魚類としてアユ・サツキマス・その他の汽水魚・回遊魚、水草・ヨシ帯、こうい

ったものを対象にしております。こういった対象の選定指定について、前回の傍聴者から

人間生活に関係するような項目、それから漁業に関係するような項目だけあげて、生態系

全体は扱っていないでないかと批判がありました。村上は頭が古いということがありまし

たけど、別に古いわけではなくて、全ての生物について生活史を全体的に考えることが理

想的なんですけど、現実問題として見えません、それは不可能です。データもありません。

ですから私達は二つの考え方を取ります。一つは今言ったようなプランクトンなどの発生

が変わることによって上部のピラミッドがどう変わっていくか、これをボトムアップと考

えております。それからピラミッドの上部が変わることによってピラミッド全体、生態系

がどう変わっていくか。これをトップダウンの考え方と言います。ですから私達はプラン

クトンを相手にし、魚を相手にするんですけど、それだけではなくてこの生態のピラミッ

ドを常に念頭に置いて、生態系全体の変化を見ていく必要があるのではないかと思います。

そこで具体的には項目ごとに見ていきます。これは先程山内さん、富岡さんが指摘されま

したように、堰の上流部では、黒く塗ったとこ、ヤマトシジミ、これはもう激減しており

ます。一方、マシジミは堰を閉めて直ぐは増えてきて、また次に減ってきてという傾向を

示しています。これシジミプロジェクト桑名がやったデータです。これは多分、ヤマトシ

ジミは汽水種ですので淡水化によって減っていったんだろう、それからマシジミの増加に

ついてはマウンドの浚渫とか水質・底質の変化、これが響いているのではないかと思いま

す。マシジミ、懸濁物を食べる、濾過して食べるんですから、プランクトンなどが発生す
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れば、当然生産量が上がってくる、そしてさらに底質水質が悪化すれば減っていく、非常

に分かり易い変化ではないかと思います。 
それからアユの減少についてです。これは田中豊穂さんの論文から引用したわけなんで

すけども、確かにアユの漁獲量、これが長良川の上流、それから郡上などの漁協の漁獲量

を見ますと、９５年を境にして明らかに減っている。それからこれは、漁獲放流比です。

放流したアユの稚魚と漁獲されたものの比率を示したものです。そうしますと漁獲量も減

っているんですけど、この漁獲放流比も長良川では下がっているのが分かります。さて、

そのことでもって、先程のアユと河口堰の因果関係が少し議論できるのではないかと思い

ます。例えば富岡さんの方から冷水病だとか中流域の変化なども考慮すべきでないかと言

う言葉を言われました。確かにこれは考慮すべきことです。冷水病、これ東海三県で同じ

ような現象の例がないことから、やはり天然アユの遡上例が無いということ、それから冷

水病というのは養殖アユによく出てくるんですけど、天然遡上の多い下流ほど被害が大き

いのは、これは冷水病では説明できないのではないかと私は考えております。これ田中さ

んが考えております。私もそう考えてます。 
それから海の変化ということについても、伊勢湾流入河川で同じような減少の例があま

り無いということ、それから中上流の変化についても、下流漁協ほど被害が大きいという

ことの説明になってない、それから自然変動の範囲内という意見もありますけど、1960年
代の変動幅、以来こんな大きな変動は近年無い、とても自然変動の幅では説明できない、

私達の議論、これはアユの漁獲量の減少をただ経年的に追っかけていって、河口堰との因

果関係を論じるわけではない、こういった因果関係をきちんと検証しながら、一つひとつ

の項目について結論を出していく必要があるのではないかと思います。 
それから稚アユの降下についてはほとんど議論がありませんでした。長良川モニタリン

グ委員会では稚アユが順調な降下をしていると言うようなことですけど、実はこれは山内

先生と一緒にやっておられる古屋さんが魚の専門家なんですけど、夜間の降下は 1990年代
に比べて約３０分の１に減っていると言うデータを出しております。これは何故かと言い

ますと夜間の採取ですと採取ネットの引き綱が見えません。昼間にやると当たり前のこと

ですがアユは逃げます。ですから昼間のデータを比較したってアユの逃避行、逃げる行動

が入っているわけですから、これは当然比較は出来ないということになります。ですから

私はこのアユの降下の数を調べるやり方、これをやはり検証して果たして正しい手続きで

もって取られたデータであるのか、解析に耐えるのか、これを議論しなければいけないと

考えます。サツキマスも同じです。サツキマスが激減したと言うような議論がありますけ

ど、これは既に、1996年に新村さんが漁師数の数も検証すべきだという意見を言っていま
す。確かに、９４年、９７年、あまり変わらないような感じがします。しかし９４年以降

はサツキマスの漁ができませんので、こないだ証人できていただいた大橋さんただ一人が

漁に出ています。漁師の数が全く違うわけです。そういったことも考慮しなければいけな

い、それから市場の入荷量が減っていないから大丈夫だろうという話もあったんですけど、
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この市場入荷量というのは、獲れ高だけで決めるものではない。アユの市場の流れ、これ

社会的な色々な要因が係わってきます。価格、それから入る季節、そういったものが関係

してきて、必ずしも入荷量だけで議論するには、これは限界があるのではないかと考えら

れるわけです。 
それから汽水魚・回遊魚の減少の話です。河口堰の運用開始以後、これは河口堰の運用

前に環境省とそれから国土交通省の間でやられた追加調査でカジカというのがあったんで

すけど、明らかに９５年からカジカの数は減少しております。これは定量的なデータでは

ないんですけども、決まったやり方でずっと９８年から 2002年までやっていますので、ほ
ぼこの減少傾向は信用できるのではないかと思います。これは意外と反対派の方々も引用

していないですけど、駒田先生がやってらっしゃるんですけど、非常に明確なデータが出

ております。ウナギ・カジカ・アユカケ・スズキ・マハゼ・ヌマチチブこういうのが減少

している。それからトウヨシノボリ・ウキゴリ、これはほとんど、これは増加傾向にある。

こういったものがきれいに出てきておりますので、こういった比較的使われていないデー

タを使って、汽水魚・回遊魚の減少が議論できるのではないかと思います。それから先程

引用した古屋さんも揖斐川との魚類相を比較して、長良川では随分貧弱になっていること

を報告しております。私も利根川の河口堰で河口堰運用前後の魚類相の比較をしたんです

けど、やはり明らかに魚類の数が減っている。こういった時代的な変化、それから、同じ

く河口堰が作られた様な地域の比較、これでもって因果関係が議論出来るのではないかと

考えております。 
ヨシについては、これは山内先生がお話しされたんで省略しますけど、この環境修復が

可能となっているかについても、やはり専門家の意見を聞きたいところです。植物をやっ

ている國井さんという方がおられますけど、2003年に、ヨシの着生があまり良くないとい
う報告を出しておられます。こうした外部の専門家の意見を入れて、起こってきたことの

因果関係、それから被害の大きさ、それをまとめていきたいと思います。 
これはまだ案の段階ですけど結論の要旨です。長良川河口堰の環境と河口堰運用の因果

関係、これは環境に関してはかなりのものが明らかである。そして変化が一時的地域的で

あるというような解析というか、これは認められません。例えば広域的な酸化還元電位の

変化ですとか、それから時間的な変化、これがきちんと出されれば、当然、最後の所は消

されるわけですけど、それが出来ない限り私達は、これは一時的なものでなく毎年起こる

ものではないかということを捨てられないわけです。 
それから生物相の変化と河口堰の建設・運用との因果関係は明らかであります。そして

代償措置はあまり成功していないのではないか、シジミの稚貝の放流、それからヨシの植

栽、養浜事業、これも成功したというデータは積極的には出されていない。 
さて、愛知県・名古屋市の問題なんですけど、果たしてこの長良川河口堰淡水は水道水

源として適格なのだろうか、やっぱり私は藻類の発生量、それから一番下流から水を取る

ということでもって水道水源としては適格ではないと考えます。それから、愛知県・名古
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屋市のこれら利水のために生じた環境の変化、これに対してやはり何らかの責任を取るべ

きでないかと考えます。もう水がいらなくなったから撤退する。ということではやはり長

年水利用のために痛めつけられてきた長良川河口堰周辺の方に対してこれはいかにもひど

い仕打ちではないかと思います。果たして政策的に愛知県・名古屋市がどこまで出来るか

わかりませんけど、やはり道義的には私達は何らかこの利水のために生じた環境変化につ

いて、何らかの改善策なり詳しい調査・データなりを出さなければダメではないかと考え

をしております。この専門委員会の段階でこういった提言まで踏み込むのはちょっとやり

すぎではないかということで、今日の委員会でも指摘があったんですけど、やはり私は提

言を含めてこの変化を議論して行かないと、議論のやり方としては無責任ではなかろうか

という感じがしております。こういう変化があったなら、じゃあどうすればいいのか、ど

ういう対応策があるのかというのも専門家が答えるべきことではないかと思います。ちょ

っと大急ぎでしゃべりましたけど、これで私の案の趣旨の説明を終えたいと思います。 
 
（今本座長） 
ありがとうございました。これをどうまとめていくかということですが、今の段階でご

発言をどうしてもしたいという方おられますか。 
 
（藤田委員） 
村上委員にはこれまで出てきた資料をていねいにまとめていただいて、こういった形に

していただき感謝しているところであります。問題になっているのが、運用以前のデータ

が本当に少ないということであるわけです、しかし、生物の生息・生育を考えますと、物

理的な面というのは非常に大きな影響を持つわけですし、それについては河床の測量デー

タとか、或いは流量変化だとか、そういったものについては前後かなり揃っていますので、

それを把握して明確に押さえてから議論すべきではないかと考えています。 
もう一点、河口堰、他にも造られている所があるということで、それらが非常に参考に

なるということになりますけど、それと同時に、どこが長良川の河口堰と他とで違ってい

るのかということをですね、きちんと前提として押さえてから進まないとうまくいかない、

誤った所に行ってしまうのではないかと考えられる次第です。 
 
（今本座長） 
ありがとうございます。ほか、はいどうぞ。 

 
（粕谷委員） 
国土交通省から出されている調査データ、非常に膨大でして、私は随分読ませていただ

きました。幾つかまとめたんですけど、先程のお話とはだいぶ違うような、富岡さんの話

とは随分違うような印象をもって全体像を眺めているのですけど、もし時間があればスラ
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イドを出させていただきたいのですが、いつでも結構です。 
 
（今本座長） 
ちょっと今日の段階は、他の、後ろが混んでますので、すみません、次回には出来ると

思いますので、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 
 
（村上委員） 
粕谷委員のご指摘について、御助言を頂きたいのですが、まずデータなんですけど、や

はり私達も水質データ、それから底質でのデータ、それから河川の断面形状、そういった

ものが非常に欲しいのですが、残念ながら専門外だとなかなかそれがどこにあるのかわか

らないわけです。ですからここの委員会で議論して欲しいというデータがありましたら、

是非、各委員の方、それから傍聴者の方でもネットを通じて紹介していただきたいなと思

います。 
それから二番目の河口堰の比較はいいんだけど相違点は無いんじゃないかとの指摘もあ

りました。それは当然だと私は思います。例えば、利根川の河口堰の下流部の酸素不足の

気候と、長良川の気候と全然違います。もちろんそういったことは込みにして議論するよ

うなつもりはありませんので、地理的な違い、そういったものを当然留意して、私達は議

論していかなければならないじゃないかと思います。 
 
（藤田委員） 
先程村上委員がいろいろな資料を整理していただきましたけど、それぞれのデータの時

期が色々まちまちになっています。現実に、先程、富岡さんからの話がありましたように、

あそこで 2,400 万立方メートルもの土砂が掘削されてですね、全部上げていかざるを得な
かったという状況があります。実はこれ、いっぺんにやられたわけではなくて、時期に別

れて色々とやられています。堰が運用開始になってからでも、ずいぶんと掘削はされてい

て、それによる時間的な一時的な影響もデータにはたくさん出ているということが見られ

ます。それが落ち着いてきてどうなったかという観点は決して忘れてはいけないと、フォ

ローアップに関連したとか、モニタリングに関連した時に色々と判断したい面もあるので、

そういったことは知っておきたいと思います。 
 
（松尾委員） 
オブザーバーですが、村上さんの基本的なスタンスはそれでいいと思うんですが、視点

をですね、幾つか検証の専門委員会で検証される時に、忘れて欲しくないところを指摘し

ておきたいと思いますが。一つはですね、今、類似の水域で比較とありましたが、それは

それでいいですけど、逆に言うと、例えば堰がない所は対照地点というか対照地域として

比較していくこともあり得るのでないかということですね、堰がない河川の河口域でどう
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いうことが起きているかということ、これとの比較もあるのでないかと思います。 
それからもう一点は、河口堰の下流域の堆積の状況ですけれども、これを考えるには揖

斐川からの土砂の供給、これが河口堰の下流、長良川の下流の所にかなり影響を及ぼして

いるということも忘れていただきたくないと思います。 
 
（村上委員） 
松尾委員の堰のない河川との比較、これは是非必要でないかと思います。それから揖斐

川からの堆積物の流入と言いますか、それなのですけど、堆積物そのものを調べたわけで

はないですけど、堆積物のなかの遺骸、その中に生物の遺骸がありますので、それをマー

カーとして、堆積物の由来を有機物の由来を調べたことがあるのですけども、その時堰の

上流で発生したケイ藻、それが河口堰の上流、それから下流で多数検出されましたので、

そうしたマーカーを使えば、長良川の規模が言えるのではないかと思っています。もちろ

んマーカーですので絶対量が押さえられておりませんので、何か上手い方法があればちょ

っと教えていただきたいのですが。 
 
（松尾委員） 
それでやっていだいてよろしいのですが、私が申しましたのは私共は堰下流域で流速の

分布を測っています。その流速の分布から言いますと、明らかに引き潮の時に船通しをと

おして揖斐川の方から長良川河口堰の下流の方に大量の水が入ってきます。それが堰の下

流域で、ある意味では平面的な循環流を起こしまして、そこで堆積を起こす可能性がある

ということが、我々詳細に河口堰下流域で揖斐川も含めて流速分布を測ってますので、も

し良ければそうしたデータをお示ししますので、是非それも入れてご検討いただければと

思います。 
 
（小島座長） 
今の松尾先生の話ですが、大橋さんの資料の中にもあるのですけど、河口堰、河口の所

に堰がある所と無い所は、木曽川と揖斐川と長良川がありますよね、汽水域は同じように

潮が上がるのではないかと思うんですけど、汽水域の所と塩害というのはある程度裏腹な

んですけども、河口堰がある長良川以外の木曽川と揖斐川はどうなっているのかな、色々

今日いただいた資料にその三つの川のデータがあるものと、長良川しか出てないものがあ

るのですが、そういう検査項目というのは三つの川が全部あるものなのでしょうか、デー

タが。長良川はたくさんデータが出ているんですけども、木曽川や揖斐川は同じ様に上が

ってくのではないかと思いますけども、そのデータは同じように揃っているんでしょうか。 
 
（村上委員） 
これは私が答えるよりは水資源機構の方が連続計器の設置状況ですとか、観測のことは
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良くやってらっしゃると思うのですが、やはり揖斐・木曽川の下流、確か全ての監視デー

タがありましたよね。そういうのを上手く活用すればそういった三川の比較は出来ると思

います。以前、連続監視のデータ、生データを頂いて様々な解析をしたことがあるんです

が、今でもそういったデータは頂けるのでしょうか。そうすると、ここでも今まで議論さ

れてきたような、被害が深刻か、どれぐらいの時間続くのか、そういったことも独自に解

析できると思うのですが、そういうものの提供は可能でしょうか。 
 
（松尾委員） 
ただ、一箇所しかないんですよ、揖斐川も木曽川も。ですから、長良川のように流下方

向に何地点か連続して測っているわけではない。一地点のみです。 
 
（粕谷委員） 
先程、松尾先生、揖斐川からの流入ということでおっしゃったですが、確かにあそこか

らかなりの勢いで河口堰の下流に流入しております。だけども、長良川河口堰の下流でた

まっているのはシルトなんですね。揖斐川は何処を見てもあそこら辺ですと砂地、たくさ

んヤマトシジミがいます。ですから流入しているものは多分、長良川の右岸の砂地の方に

よく行って、そこではヤマトシジミもかなりいますので、そういう影響かなというふうに

理解しておりますけど。 
 
（松尾委員） 
それもまとめるようにして下さい。 

 
（今本座長） 
まだ議論したいところはあるかと思いますが、時間の都合で、次に進ませていただきま

す。 
次は資料の４の目次と書いてある資料です。この専門員会というのはプロジェクトチー

ムに対して報告する義務があります。それも９月の中旬ぐらいまでにしなければならない、

ということで、今私たちは何をしているのかということを知るためにも、大雑把に目次を

作ってみました。 
 
（木本委員） 
座長、その件に関連しての質問よろしいでしょうか。 

 
（今本座長） 
私の提案の後にしてください。 
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（木本委員） 
はい、わかりました。 

 
（今本座長） 
ここに書いてありますように、「序文」、１として「長良川河口堰建設の経緯」、２「検証：

環境」、３「検証：治水・塩害」、４「検証：利水」、５「開門調査の実現に向けて」、６「ど

のように開門するか」、７「開門して何を調査するか」、８「まとめ」というふうに書いて

います。これはあくまで単なる提案です。皆さんの意見で大幅に変えようと、変えること

はもちろん可能です。ただ、今私たちが何をしているのか、村上先生のお話は、実はこれ

の２章にあたる。これからもずいぶんいろいろなことをならなければならないということ

を理解していただくためにこれを書いてみました。以上です。で、木本さんどうぞ。 
 
（木本委員） 
ありがとうございます。先に説明いただいてその方が良かったです。 
かなり真剣な論議で盛り上がっているんですが、私これ前回質問すべきだったことで誠

に申し訳ない。まずそれをお詫び申し上げます。前回、共同座長の流れるような進行で、

竿をさすとまずいのかなと、非常に気の弱いところがありますので。 
小島座長に三点お伺いしたいんです。ここでちょっと今までの皆さんの論議から相当横

にずれますので。 
一つはまさしく今、今本座長がおっしゃったように、何をするか、我々専門委員会が。

私が理解しているところの確認なんですけれども、これは、今河口堰１５年経って現状で

どのような問題が生じているか。たとえば村上委員が整理していただいたように、いろい

ろな問題の整理というものが一つございます。それについて開門調査をすべきか、云々、

これが並列してございます。そのところに、じゃあ今、利水の張り付いているゲートを果

たして開けうるのかどうか。開門ができるかどうか。するならば、代替水源はどうするの

か、もしくは期間はどうするのか、そんな論議が並列して進んでいると、座長、確認して

よろしいでしょうか。前回の議事録を読ましていただくと、ほぼそのような発言を小島座

長がされたのですが。 
次は、この専門委員会と親委員会のプロジェクトチームの委員会の関係なんです。今か

ら申し上げることは村上委員に対してものすごく失礼な発言になります。決して悪意では

ないのでご容認ください。我々は専門委員会がいろいろなことを論議、知見の集約、整理

をして、プロジェクトチームに上げていく。その我々のこの委員会の中にプロジェクトチ

ームの委員の方がおられるということは、私は少し奇異な感じがするんです。つまり、自

作自演、悪い表現ですけれども、裁判する人が法廷に証拠品を並べておいて、そしてやお

ら裁判席に行って裁判を開始するというような。決して悪くいってはいないですよ。第三

者の感覚としてはそのような見方もありうるのではないかと。そこを小島座長に、敢えて



 40

そのような構造にされた意図というのは何かあるんでしょうか。 
それから、三つ目です。９月に報告を上げるということなんですが、これ見てますと皆

さん、委員の方々、事務局、大変ご苦労されているんですが、この９月に報告書を上げる

根拠というものは何でしょうか。知事の厳命があったのかどうか。その三点なんですが。 
 
（小島座長） 
ありがとうございました。９月という設定からお話しします。開門調査をするといって

も、それをいただいて、もし、仮にですよ。やるんだということになると、お金がかかる。

予算を愛知県のほうにもお願いをしなければいけないかもしれないし。あるいは他のとこ

ろにもお願いをしなければいけいない。予算は年度で動いているので、予算を作っていく

というプロセスからいくと、年内にはだいたい方向が決まるわけですし、年明けには知事

査定があるのか、知事査定の段階がどこかはわかりませんけれども、そういう予算のプロ

セスを考えるとですね、この９月あたりにまとまっていると間に合うのかなと。越えちゃ

うとですね、せっかく出していただいても一年先送りになってしまうかもしれないし、や

ることが。特に国の予算というのは、今、災害で補正やりますけれども、一年に一回とい

うのが原則ですから。そういうタイミングを考えながら、秋ぐらいだとまとまる、対応が

出来るかなと。せっかく出していただいたものが、行政に活かせるのではないかというこ

とです。別に厳密に９月ということではなくて、今のプロセスでいくと、回数とやらなけ

ればいけない事柄を考えると足りないのではないかというのが気持ちです。 
 
（木本委員） 
次年度予算の審議に間に合わせたいと理解してよろしいですか。 

 
（小島座長） 
どんな結論になるかわかりませんけれども、結論の結果、予算措置が必要だということ

になった場合に、それに対応できるようなタイミングでまとめていただくのが良いのでは

ないか、というのが、秋ということで、厳密に９月何日とかそういうことではありません。 
 
（木本委員） 
ありがとうございます。秋という単語は９月と理解していいんですね。 

 
（小島座長） 
だから、最初は９月ということでしたけれども、これは今本座長ともお話ししなければ

いけないんですけど、やらなきゃいけない項目とですね先生方の都合と、回数を当てはめ

ていくと、一回か二回ぐらい足りないのではないかというのが、今の感じなんですよ。そ

れをまた先生方のご都合をいただかなければいけないことになるかもしれない。 
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（木本委員） 
ありがとうございます。了解です。 

 
（小島座長） 
それから、一番目の問題ですけれども、長良川河口堰は、国、具体的には水資源機構、

から三重県、岐阜県とも関係があります。いろいろな利害関係者があります。行政的な対

応が必要になるわけですけれども、これをどうやってやるかは、まず開門調査のこちらの

方の議論を整理をしていただきたいとおもいます。今の段階だと、まだゲート調査の仕方

もいろいろあるということを念頭に置いていますから、要するにオール orナッシングで開
けるんだ、閉めるんだ、だけではなくて、いつどうするのか、どのくらいの期間やるのか、

あるいはどういうタイミングで、どういうやり方をやれば調査ができるのか、というバリ

エーションがあるということが前提になっていると思っていますので、それによって対応

もずいぶん変わってくるので、そこをある程度見極めてからお話をすることになるのでは

ないかというのが二つ目です。 
 
（木本委員） 
ありがとうございます、よくわかりました。 

 
（小島座長） 
それから、PTのメンバーが専門委員会に入っているということなんですけれども、これ
自体はですね、一つは経緯と、もう一つは実質的なスピードアップです。実は傍聴者の方

から寄せられた意見の中にあったんですけれども、共同マニフェストに書いてある河川関

係は三つあります。一つは長良川河口堰、もう一つは木曽川導水路、もう一つは集水域管

理ですね。これについて当初の議論は設楽ダムということではありましたが、それを今、

集水域、経緯的にはマニフェストはそういうふうに直っています。この三つの議論をどう

いうふうにやっていくか、今、経緯を説明していますが、中京都委員会の中で、早く立ち

上がればそこの中でやっていくという構想を持っていました。だから、親委員会というの

は、そういうつもりで発足を考えた。ところが中京都委員会というのが非常に遅れてきた、

ということになると検討が間に合わないということで、発想を変えました。変えて、まず

は長良川河口堰を始めるという PT として発足をさせる。続いて他のものをどうするかは、
また知事とお話をしなければなりません。途中で変わりましたから。しかし、その残りの

二つの問題があるということは認識をしていまして、この PTが長良川河口堰がある程度目
途がついた段階でそれをどうするか、また知事とお話をしたい、ご相談をしたいと思いま

す。 
いずれにしてもマニフェストには河川関係３つあります。それをうまくこなしていかな

ければいけない。そういう PT親委員会と専門委員会との関係をどうするか、ということで
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すが、長く議論があるわけですが、PTの親委員会は裁判官ではありません。これは任務分
担だと思っておりますし、私は国の経験しかありませんけれども、国の場合は親委員会は

制度論を議論するということが多いです。いわゆる法律を作ったり仕組みを作ったりする

場合の制度論、ここには利害関係者やいろいろな人が入ってくる。たまたまこの PTは専門
家を集めていますので、そこの制度論の議論が少し薄まっています。これは緊急に長良川

河口堰の PTを進めなければいけないということで専門家の方にお願いをしたからです。そ
ういう場合には、親委員会と専門委員会というのは任務分担があって、専門的な議論は専

門委員会にお願いをし、親委員会の中でも専門的知見を持った人は、専門委員会に必ず入

ります。全く専門委員会だけで構成されるというのは極めて稀で、親委員会の委員が入っ

てそれの連携を図る。全員は入るのかというところについては、あまりそういう例がない

というのはそのとおりです。しかし、全く入らないというのは、そちらもあまり例がない。

ということですね。 
 
（木本委員） 
ありがとうございます。私は要綱どおり読んで申し上げた次第で、ちょっと今のご説明

に半分納得、半分納得しないという、ご説明はこれで結構です。私が一番確認したかった

のは現状の問題点の整理、そしてその一方でそれを実施するためのゲートの開閉がありう

るのか、また代替をどうするのか、そうしたところの確認です。ありがとうございました。

今本座長ごめんなさい。時間をとってしまいまして。 
 
（辻本委員） 
ちょっとよろしいですか。今日、今、小島座長から聞いた話というのは、ある意味では

ＰＴが発足する前の裏話から全部暴露されたというふうな話だと思います。ＰＴではそん

なことはオープンの中で議論したことがない。なおかつ、ＰＴの発足の第一回のときに、

大村知事ですら、なかなか開門とは言わなかった。県民にとって最も適切な堰の運用とい

うふうな言い方で、その場は済まされた。その裏には、今、小島座長が言われたように、

脈々とした流れがあった。オープンのところでないものがあって、そしてＰＴが始まって、

ＰＴのところで、専門委員会をどういうふうに作っていくかも議論して、今までこういう

ような仕組みになってきた経緯というのは、一つはＰＴで議論した、ＰＴの議事録に書い

てある流れと、もう一つはその間にいろいろなことが進んできているという流れのなかで、

現実的には、今、座長がおっしゃった、仕組みになっているということで、私ですら寝耳

に水のところがありました。 
 
（小島座長） 
今、ご説明をしたのは、経緯の問題と長良川河口堰のＰＴが発足をしたということの二

つを説明しました。長良川河口堰のＰＴ自身は、長良川河口堰の議論をするというだけの
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ＰＴでありまして、ここはここで切れているということなので、今、経緯の話をご説明し

ましたが、この長良川河口堰の検証ＰＴそのものも、いわゆるマニフェストがなければ、

この河口堰の検証ＰＴもあるいは専門委員会も設置をされないわけです。だから、もとも

と何故こういうものが設置をされるのかということは、すべて選挙の時の共同マニフェス

トであるということなので、これをどういうふうに実現をしていくかということから始ま

って、大村知事ともお話をして、既に堰が存在している。河口堰の最適な運用ということ

を考えなければいけない。でもこの最適な運用を考える際に、それは県民、市民に選挙の

時にお話をしたことがベースにあって、これは無理筋なのか、私はそう考える、そうか、

これは無理筋なのか、あるいは具体的にどんな形をやればそれができるのか、あるいはそ

れには皆さんの反応はどうなのか、という広い目で専門家の皆さんに、あるいは一般の人

たちの声を聞いてやり方を考えるということで全く矛盾はないし、あるいは多くの方が考

えているように結論ありきというようであれば、この委員会なしに、もうマニフェストで

決めたんだからやるぞというふうに言えばそれは結論ありきなんですけども、そういうこ

とではなくて、マニフェストで言ったことをどういうふうに合理的にやったらできるのか

ということでこの委員会に託されているというふうに理解をしています。 
 
（事務局） 
今、小島座長さんからお話になったことは、小島座長さんと知事さんとの関係のお話と

いうことで承知してございます。私どもとしては、この検証ＰＴにつきましては河口堰の

運用についてどのようにしたら良いかということについて、専門的な知識を集約して欲し

いということでございますのでよろしくお願いします。 
 
（小島座長） 
先ほど二つの話をしましたけれども、ＰＴは、僕も役人をずっとやっていましたから、

この仕組みは、今、課長が言ったそのとおりでありまして、それ以外のことは全くありま

せん。 
 
（木本委員） 
ありがとうございます。おっしゃるように長良川の検証ＰＴと専門委員、はっきりわか

りましたので、私はそれで十分です。他の二つはともかく。ありがとうございます。 
（辻本委員） 
今、皆さんの説明の中で理解しましたので結構です。 
 
（今本座長） 
予定時間が過ぎているんですが、次、資料の５。 
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（藤田委員） 
資料５はお示しいただいたというだけで理解してよろしいですか。 

 
（小島座長） 
これは、ヒアリングの一覧で寄せられた意見ということで、この中に専門委員的な議論

も入っておりますので、参考にということで作ったものでございます。時間がありません

ので趣旨だけご説明しました。 
 
（今本座長） 
続きまして資料６ですが。 

 
（蔵治委員） 
資料６は、私、蔵治が用意いたしましたので、短時間でご説明をさせていただきます。

この専門委員会、今日は環境について議論いたしましたけども、今後、利水についても議

論されるという予定が入っておりますので、それに先立ちまして、既に利水についてはヒ

アリングで、富樫先生のご発表とそれに対する中部地整さんの反論が公開されております。

それを踏まえまして、専門委員会委員の私から、あらかじめ、ここに書いてある三つの項

目について質問させていただきたいと思って準備をしたところであります。この質問の回

答を文書なりスライドの形で将来第何回かわかりませんけれども、利水について議論する

専門委員会でご回答いただくということで、議論が効率的に進むと考えたものです。あと

は読んでいただければわかると思いますので、よろしくお願いします。 
 
（今本座長） 
ありがとうございました。これからも回答に時間を要するような質問ですね、これはあ

らかじめ出しておいていただければ、先方にも早く伝わりますのでよろしくお願いします。 
以上が今日準備しました議題ですが、あと、ここからは進行役を小島さんにお返ししま

す。 
 
（小島座長） 
専門委員会、前回、村上先生から傍聴者の方からも意見をとういうことがありました。

時間が押しておりますけれども１０分程度、せっかくいろいろな意見も寄せられておりま

すし、前回の了解事項もございますので、傍聴者の中で今日の議事に関係をして、前回合

意をされた線ですけれども、ご意見なりがおありの方、挙手をいただいてご発言をしてい

ただきたいと思います。１０分程度。ご意見ございますでしょうか。今日の話の中に沿っ

たお話で。 
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（在間氏） 
富岡さんの資料の３４枚目、「長良川河口堰による影響」を考える際の留意点、この中で、

河口堰前後での環境影響という問題の中で、一つとして河口堰のゲート操作による環境変

化、二として長良川の大規模浚渫工事による環境変化ということなんですけども、この長

良川の大規模浚渫工事による環境変化というのは、従来の議論からいきますと河道容積を

広げるための大規模浚渫だというものではない。 
この長良川の大規模浚渫工事というのは、長良川河口堰によって堰上流水位が上がりま

す。それによる堤内の浸透水を遠ざけるためのブランケット工事というのが行われた。つ

まり河口堰によって水位が高まる、それによる堤内側の影響を軽減するためにブランケッ

ト工事を行って現在のようなブランケット工事が行われている。 
したがって、この大規模浚渫工事というときには河口堰を造ることによって生じた大規

模浚渫ということと、河道容積、流下断面積を開くために必要な大規模浚渫というのを分

けて考えなければいけないということと、この大規模浚渫工事というのは、昭和４５年河

道を前提にして計画されたわけですが、この時 1,300 万立方メートルの浚渫が必要だとい
うふうに言われた。ところが昭和５０年を過ぎますと約 1,000 立方メートルぐらいの河道
容積を引き延ばしている。なぜかと言いますと地盤沈下しましたから、HWL、計画高水位
以下の川の容積は広がっている。その後さらに浚渫計画を広げたんですけども、それを踏

まえていくと長良川河口堰を建設するために堰上流水位が上がるので堤内への影響を軽減

するための、いわば河道内の土砂の移動をしただけの浚渫工事が多いという、今となって

思うと、実は長良川河口堰を造らなかったら必要でなかった浚渫があるということを理解

いただきたい。 
 
（小島座長） 
まず、ご質問の意見をずっと聞いてから、コメントがあればコメントをしていただきた

いと思いますが、他にありますでしょうか。 
 
（長島町 女性） 
私は長島町に住んでおりまして、いつも川を見ているんですんですけれども、２３ペー

ジのヤマトシジミの漁獲量、赤須賀漁協へのアンケートによるとして２１年度と２２年度

の漁獲量が出ているんですけど、木曽川についてですね２１年度から２２年度になります

と、非常に漁獲量が少なくなっています。赤須賀さんがどのように木曽川のシジミを獲っ

ておられるかわかりませんが、私たちが感じることは木曽川のシジミはどんどんどんどん

小さくなって、今は私たちの小指の爪のような、爪よりちょっと大きめなようなシジミが

上がってきて、私たちは市場に出てきているシジミを見たり、そして人からも貰うわけで

すね。人から貰いますけど、こんなシジミまで獲って食べててはシジミが今に絶滅するな

と、もう絶滅危惧種だなと思いまして、私は自分が手に入れたシジミはもう一度木曽川へ
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持って行って返しています。 
だからやはり、シジミがどのような状態にあるかということを、そしてどのように減少

しているかということを一度私は、水資源さんきちんと調べて欲しいと思います。形状が

とにかく本当にかわいそうなぐらい、これではシジミは子孫を残すことができないと思っ

ております。 
それともう一つ、先ほど揖斐川と長良川と、揖斐川の砂が入ってくるのではないかとも

言われたんですけれども、私たち河口部にいる者は十万山というものがあります。これは

江戸時代からある、その頃長良川は無いわけですけれども、木曽川と揖斐川を中堤のよう

なので、十万山。この十万山がですね、どんどん細っていって、細る原因は河口堰の下流

側で海の水が入ってくる。そして強い力でまた引いていくという力があるし、そして長良

川が今まで砂をどんどん堆積していったものが河口堰で止められて、長良川からの砂の供

給が無い、そして海の強い力で引くときに十万山が削られていくということで、十万山は

そのうち消滅するんではないか、ということも心配している赤須賀の漁師さんもおられま

すし、私たちは普通の市民ですので、そういう噂を聞いて心配するんですけれども、実際

に住んでいる者の心配も一度調べて欲しいと思います。 
 
（小島座長） 
時間が限られていますので、もし、もう一人おられれば最後。一番前の方。 

 
（服部氏） 
名古屋女子大学の大学院の植物栄養を専攻しております服部と申します。かつて村上先

生に１０年ぐらい前に修士でお世話になったんですけれど、師匠に意見するのも失礼なん

ですけれども。 
先生の資料３の、Ⅲ－２－４の有害物質の蓄積で、環境影響を懸念する側の、こちらに

いらっしゃる粕谷先生の研究論文のことだと思いますけれど、これについていろいろシジ

ミの個体密度の減少に繋がる考察とかについて、認められないというふうに結論づけてい

らっしゃいますけれど、生態系を考える上では、個体密度というのはとても大切なんです

けれど、シジミは観賞用とかそういうのではなくて、最終的には我々の体に入るものなの

で、こういった研究のことについてもっと深く考察していただいて、検証していただくこ

とが今後大切ではないかと思いました。 
 
（小島座長） 
先ほど手を挙げられた方、これで最後でお願いします。 

 
（田島氏） 
木曽川の近くに住んでいます笠松の田島と申します。蔵治先生の資料の中で、国土交通
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省が水需要の計画について水道と工業用水について触れていますけども、木曽川の６５％

を占めている農業用水について需要と供給の記載がないという、これは何故かということ

でまだ次回、資料の提出があればよろしくお願いします。 
 
（小島座長） 
それでは、今のご質問ご意見に対するコメントがございますでしょうか。どなたからで

も結構です。水資源機構、村上先生、蔵治先生でしょうか。 
 
（村上委員） 
答えを義務づけますか。早急には答えられないこともありますので、必要であれば、私

は文書で答えることにします。 
 
（小島座長） 
では、蔵治先生はどうですか。 

 
（蔵治委員） 
今のご指摘は、私の資料６の私の質問は紙一枚なんですが、その次についている木曽川

水系における水資源開発基本計画、いわゆるフルプランですね。フルプランの定期点検取

りまとめという資料についてのご質問です。私はこれを添付しましたのは私の質問３とい

うところで、この取りまとめに対する質問があったので付けているんですけど、この資料

自体は国土交通省土地水資源局水資源部という東京の本省の方が作られた資料で、私はイ

ンターネット上で公開されているものを取ってきただけです。ですのでこの取りまとめに

ついての質問は私が聞きたいぐらいなので、今の田島さんからのご質問についても追加で

中部地方整備局からお答えいただければありがたいと思います。 
 
（小島座長） 
ありがとございました。富岡さんの方で何かコメントがあれば。 

 
（富岡氏） 
何点かあったと思うんですけども、長良川の河床掘削の件ですけども、具体的にデータ

を持ち合わせていませんので具体的なことはお答えしようがないんですが、確かに例えば

河口堰の堰柱があることによる堰上げの影響なんかもあって、それも込みにした掘削とい

うのも行っておりますので、厳密に言えばご質問があったようなところがあるのかと思い

ますが、その大半はやはり河道断面を増やすというためのものだと思っています。ただ今

データを持っていませんので、これ以上議論してもしょうがないと思いますので。 
それから、シジミの話は、木曽川のシジミですか。それは河口堰の話と直接関係・・。 
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（女性から木曽川で、小さいシジミを取りすぎていないか調べるよう要請。） 
これは、あくまでも赤須賀漁協さんの協力をいただいてアンケートの結果をそのまま載

せているものですので。ちょっと調べるのは、うちでは限界があると思いますけども。 
 
（小島座長） 
すいません。ここはもう議論ではないので、ご質問に対するコメントをいただいて終わ

りたいと思います。 
 
（富岡氏） 
あと、もう一つ十万山の話は、すいません、私どもよく承知していませんので、この場

でお答えできません。 
 
（小島座長） 
ありがとうございます。今日、時間がずいぶん押したと思いますけれども、専門委員会、

ようやく動いて議論もさせていただきました。 
それから、先ほど私の意見で別に裏話でも何でもないのでありまして、資料の５、「ヒア

リング一覧及び寄せられた意見」の中でご質問がありました。これの２ページ、一回目の

ヒアリングの時の質問ナンバー９ですね、伊奈さんの質問ですね。伊奈さんの質問で「愛

知県は長良川河口堰だけでなく、導水路や設楽ダムなどがありますよ」というご質問に対

して私が答えておりますが、「知事と市長の共同マニフェストで「木曽川水系連絡導水路事

業の見直し」と「河川の自然再生（集水域管理をベースに、河川の自然再生を進める事業

に取り組む）」が掲げられています。私の立場、顧問及びアドバイザーの立場から、これら

も課題であると認識しておりますが、この場は長良川河口堰についてでございますから、

まずはこの河口堰についての意見をお願いします。」ということでございまして、この二つ

の問題も認識をしています。いつかはやらなければいけないということですが、そのこと

とこの河口堰の議論というのは別ではございます。それは別に裏話ではなく、マニフェス

トで書いてあることはやらなきゃいけない、ということを申し上げたものでございます。

別にこのＰＴやこの専門委員会で導水路も設楽ダムもやっていただきたいと言っているわ

けではありませんから、そこは誤解のないようにお願いします。 
それではよろしいですか。次回の専門委員会は５日ですね。事務局から場所とか何か。 

 
（事務局） 
次回の会議につきましては８月５日金曜日でございます。場所はこちらでございます。

９時半からです。 
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（小島座長） 
次回の専門委員会は時間は９時半、場所はここ、場所をお間違えのないようにお願いを

いたします。 
それでは第二回の専門委員会を終わりまして、第四回のプロジェクトチームに入りたい

と思います。ちょっと休憩、５分間でいいですか。 
 


